


 

はじめに 

 

            山武市長  椎名 千収 

 

都市は時代とともに形成され、そして変化しています。 

都市計画の役割は、その変化を社会情勢や市民ニーズに沿いながら、暮らしや

すいまちが実現し、持続する方向に導いていくことだと思います。 

その際の道標（みちしるべ）となるのが「都市計画マスタープラン」であると

考えています。 
 

拡大成長の時代が終わり、本市もすでに人口減少・少子高齢社会を迎えていま

す。また、人々の価値観の多様化や地方分権化などが進むとともに、本市がこれ

まで市民の皆様と育んできた「協働」の意識が高まりつつある今、改めて合併後

における都市の変化の方向を展望し、ここに新たな道標を打ち立てることとなり

ました。 
 
策定にあたりましては、豊かな地域資源の活用、合併後の地域の結びつきの  

強化や地域コミュニティの再生、公共投資の効率化など全市的な課題をはじめ、

地域ごとの課題を踏まえ、策定委員会や市民意見交換会等で活発に検討を重ねて

まいりました。 

その結果、都市政策の観点から、諸課題への対応方針とまちづくりのビジョ

ン・目標を示すと同時に、その取り組みに際しては、計画段階から実施段階に  

至るまで「協働」の視点がますます重要になるとしています。 
 
都市の将来像『「ひと」「まち」「価値」をつないで育てる自立都市 さんむ』 

この言葉の主語、すなわち行動する主体は、市民であり、行政であります。   

また、ＮＰＯ、民間企業及び大学といった様々な機関でもあります。 

今後は、この新しいマスタープランを携えて、様々な主体が協働して、より  

良い山武市を築いていくことができるよう取り組んでまいりますので、皆様の  

一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 
結びに、本マスタープランの策定にあたり、多大なご尽力をいただきました  

策定委員会、並びに貴重なご意見・ご提案をいただきました市議会、市都市計画

審議会をはじめ多くの市民の皆様に心から御礼申し上げます。 

                   

          平成 22 年 3月 
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序序章章  山山武武市市都都市市計計画画ママススタターーププラランンのの

基基本本的的なな考考ええ方方  
 



序章 山武市都市計画マスタープランの基本的な考え方 

序－１ 都市計画マスタープラン策定の趣旨 
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序序－－１１  都都市市計計画画ママススタターーププラランン策策定定のの趣趣旨旨  

本市は、平成18年３月に蓮沼村、松尾町、山武町及び成東町の４町村の合併により誕生した  

都市です。平成20年３月に今後10年間における本市の市政運営を総合的かつ計画的に行う指針と

なる「山武市基本構想」を策定しました。「基本構想」では、『ともに手を携えて誇りを持てる

まちづくり』を基本理念とし、『誰もが しあわせを実感できる独立都市 さんむ』を将来都市像

として掲げ、市民と行政がともに手を取り合って協力し、市民一人ひとりが誇りの持てるまちを

つくることを目標としています。 

市では、この「基本構想」における基本理念及び将来都市像を受け、都市計画の観点から、   

個性的で快適なまちづくり（以下、「都市づくり」という）を進めるため、人口減少時代に     

おける望ましい都市像を都市整備の目標として明確化し、様々な施策を総合的かつ体系的に展開

していくことが重要な課題となっています。 

そこで、これまでの旧４町村が取り組んできた都市づくりを基礎としながら､本市の都市づくり

の具体性ある将来ビジョンを明らかにし、土地利用、道路等の施設整備及び関連施策に関する  

基本方針を定めることにより、長期的視点に立った都市整備の総合的かつ体系的な指針として、

都市計画法第１８条の２に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスター

プラン）」を策定しました。 

なお、策定にあたっては、学識経験者、市民、県及び市で構成する策定委員会を設置し、社会

経済情勢や市民ニーズの反映、地域資源の活用、近隣市町の計画や国・県の施策との整合及び  

市民協働の推進等様々な視点から検討を行い、市民参画のもとに取りまとめました。 

 

 

 

【都市計画法第18条の２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想

並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する

基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事

に通知しなければならない。 

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 



１．山武市都市計画マスタープランの基本的な考え方 

１－２ 都市計画マスタープランの位置づけ 
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序序－－２２  都都市市計計画画ママススタターーププラランンのの位位置置づづけけ  

都市計画マスタープランは、平成20年３月に策定された「山武市基本構想」に即し、長期的な

視点に立って、都市の将来像を明確化し、土地利用、道路等の施設整備等に関する基本方針を  

定めるものです。 

また、都市計画に関連する環境や産業等の計画や施策との連携のもとに、都市づくりの総合的

かつ体系的な指針としての役割を担うものです。 

 

 

【山武市都市計画マスタープランと関連計画との関係】 

 

 

 

 

 

山
武
市
基
本
構
想

山武市実施計画

山武市都市計画
マスタープラン

●全体構想
・都市の将来像
・部門別整備構想
●地域別構想

都市整備に関する計画
・公園・みどり
・景観
・住宅　等

都市計画区域
マスタープラン

（千葉県）

個別都市計画
・地域地区（用途地域等）
・都市施設（道路、公園等）
・地区計画　等

都市づくりに関する計画

●基本理念
『ともに手を携えて誇りを持てるまちづくり』
●将来都市像
『誰もがしあわせを実感できる独立都市さんむ』

 政策１　暮らしを支える快適なまちづくり　［都市基盤の整備］
 政策２　住みやすい環境と安全なまちづくり　［暮らしやすい環境の整備］
 政策３　にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり［産業経済の振興］
 政策４　だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり［保健・福祉・医療の充実］
 政策５　生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり［教育・文化の振興］
 政策６　市民と行政が協働してつくるまちづくり［コミュニティ推進と行財政の効率化］

山武市基本計画

山武市総合計画

 環境、産業、福祉等に
 関する個別計画



序章 山武市都市計画マスタープランの基本的な考え方 

序－３ 計画の構成と期間 
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序序－－３３  計計画画のの構構成成とと期期間間（（目目標標年年次次））  

１１．．都都市市計計画画ママススタターーププラランンのの構構成成  

山武市都市計画マスタープランは、対象とする区域を山武市内全域とし､「全体構想」､「地域

別構想」及び「都市づくりの実現に向けて」から構成します。 

『全体構想』は、本市の目指すべき都市づくりの目標となる「都市の将来像」とそれを具体化

する「将来都市構造」、将来都市構造の実現に向けた部門別の方針を示す「部門別整備構想」で

構成します。 

『地域別構想』は、市を４つの地域に区分し、それぞれの地域ごとの課題に対応したまち   

づくりの方針を示しています。 

『都市づくりの実現に向けて』は、『全体構想』や『地域別構想』の実現に向けた様々な     

取り組み方針を示しています。 

【山武市都市計画マスタープラン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２．．計計画画期期間間（（目目標標年年次次））  

都市計画マスタープランは、長期的な視点に立って、本市にふさわしい都市の将来像とその  

実現に向けた基本方針を明らかにするものです。 

そこで、計画期間は概ね20年とし、目標年次を平成40年とします。 

なお、社会経済情勢の変化、都市計画制度の変更及び山武市基本構想の改定等に対応するため、

必要に応じて見直しを行っていくものとします。 

 

全体構想 
●都市の将来像 

・山武市の目指すべき都市づくりの目標

となる『都市の将来像』と、それを

具体化する『将来都市構造』について

示します。 

●部門別整備構想 

・将来都市構造の実現に向けた都市

づくりの方針について示します。 

 ・土地利用 

 ・地域交流拠点 

 ・道路交通 

 ・公園緑地 

 ・景観 

 ・環境 

 ・防災 

地域別構想 

 

●地域ごとのまちづくりの方針を  

示します。 

 

 ・丘陵地域 

 ・市街地地域 

 ・田園地域 

 ・海浜地域 

 

都市づくりの実現に向けて 
●都市計画マスタープランの実現に向けた取り組み方針を示します。 

・市民協働によるまちづくりの推進 等 

山 武 市 

（都市計画区域）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第第１１章章  山山武武市市のの現現状状とと課課題題  
 



第１章 山武市の現状と課題 

１．位置と沿革 

 - 5 -

１１．．位位置置とと沿沿革革  

 

本市は、千葉県の東部に位置し、県都千葉

市や成田空港まで約10～30㎞、東京都心へは

約50～70㎞の位置にあります。 

日本有数の砂浜海岸である九十九里海岸の

ほぼ中央にあり、約8㎞にわたって太平洋に 

面し、総面積は146.38k㎡となっています。 

合併前の４町村は、古くからの農漁村地域

であり、江戸時代には、九十九里浜での地曳

網によるいわし漁で活気を呈し、干鰯   

（ほしか）が江戸等へ運ばれていました。 

また、丘陵地を中心に山武杉の産地が形成

され、いわし漁のための和船や、建具の材料

として江戸での需要に応えていました。 

こうして、大消費地江戸との交流の中で産業が発展するとともに、農林漁業に関わる地域独自

の文化を育んできました。 

明治になると、こうした農林漁業に加え、九十九里海岸における海水浴場の利用が始まり、   

本地域のもうひとつの顔である観光業が形成されていきました。 

さらに、明治３０年の総武鉄道佐倉・銚子間の開通（明治４０年国有化）により沿線を中心に

近代化が進み、昭和５３年には成田空港が開港し、昭和６１年には（主）成田松尾線が開通、   

さらに平成１０年には首都圏中央連絡自動車道の一部となる千葉東金道路が延伸されたことに 

より、首都圏各地域との交通ネットワークが発達し、今日に至っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：山武市総合計画）

【４町村の昭和以降の廃置分合の状況】 

【山武市の位置】 

（資料：山武市総合計画）
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２２．．人人口口とと産産業業のの状状況況  

（（１１））人人口口・・世世帯帯数数のの状状況況  

 

 

 

 

 

 

外延化※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
「外延化」※「まちづくり用語集」参照 

平成17年の人口は59,024人で、平成12年をピークに減少傾向を示しています。世帯数は微増

傾向にあるものの、１世帯当たりの人員は減少しています。 

少子高齢化の進展は著しく、老齢人口の占める割合（高齢化率）は平成7年の16.8％から平成

17年で22.1％（県平均は17.6％）と増加する一方、14歳以下の年少人口は18.1％から13.6％へ

と減少しています。また、生産年齢人口も減少しています。 

JR成東駅周辺及びJR松尾駅北側の既存市街地では人口・世帯数とも減少し、人口の空洞化が

特に進んでいます。一方で、その周辺では、人口が増加し、市街地の外延化※がみられます。 

また、周辺都市からの人口流入がある一方で、それ以上の人口が東金市、千葉市及び八街市

等に流出している状況です。 
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【世帯数の推移】 

（資料：各年国勢調査） 
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【年齢３階級別人口の推移】 

老齢人口 

（資料：各年国勢調査） 
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（資料：各年国勢調査） 

平成12年→平成17年

（資料：各年国勢調査）

【地区別人口増減（平成12年→平成17年）】 

【人口の推移】 
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【転入・転出状況（平成16年～20年）】 

（資料 ：千葉県常住人口調査（平成16年～20年）） 

（資料：各年国勢調査） 

（資料：国勢調査）

【地区別住宅用地面積に対する 

人口密度（平成17年）】

山武市

成田市

八街市
千葉市

県　外

横芝光町
東金市

※300人以上を表示

801人

400人

転出総数 　11,102人
転入総数　 　9,966人

1,219人

879人

3,887人

3,961人

656人 830人

437人

448人

1,137人 276人

県外への転出数（3,887人）のうち、　東京都1,208人（約31％）、神奈川県438人（約11％）
県外からの転入数（3,961人）のうち、東京都1,159人（約29％）、神奈川県442人（約11％）

【地区面積に対する人口密度（平成17年）】
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（（２２））将将来来のの人人口口・・世世帯帯のの推推計計  

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口・世帯数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢３区分別人口の推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実績は千葉県年齢別・町丁字別人口調査（各年４月１日現在） 

※人口推計は平成15～20年のコーホート※変化率法により推計。 

※世帯数は過去の世帯人員の推移からの予測。 

                             
「コーホート」※ 「まちづくり用語集」参照 

山武市基本構想では、平成29年（目標年次）の将来人口を54,000人と想定しています。 

山武市の20年後（平成40年）の人口は、約46,000人になると予測されます。また、老齢人口

の市全体の人口に対する割合は約38.0％、年少人口の市全体の人口に対する割合は約8.7％と

予測され、少子高齢化は現在より進展すると見込まれます。 

20年後の世帯数は、現在より約2,000世帯減少し、19,400世帯と予測されます。 

区分 平成15年 平成20年 平成24年 平成29年 平成35年 平成40年

14歳以下 9,056 7,340 6,000 5,000 4,500 4,000

15歳以上64歳以下 40,736 38,636 35,000 31,000 27,500 24,500

65歳以上 12,479 13,833 15,000 18,000 18,000 17,500

合  計 62,271 59,809 56,000 54,000 50,000 46,000

世帯数 20,924 21,595 20,300 20,200 19,900 19,400

実績 推計

人
　
口

19,400
19,900

21,595

20,924

20,300

20,200

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成15年 平成20年 平成24年 平成29年 平成35年 平成40年

（人）

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000
（世帯）

65歳以上（老齢人口）

15歳以上64歳以下　　　
（生産年齢人口）

14歳以下（年少人口）

世帯数

62,271
59,809

56,000
54,000

50,000
46,000

20.0％

23.1％ 26.8％
33.3％

36.0％

38.0％

14.5％ 12.3％ 10.7% 9.3% 9.0% 8.7%

65.4％ 64.6％ 62.5％ 57.4％ 55.0％ 53.3％

推計実績
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鉱業 0.1%

漁業 0.1%

林業 0.1%

製造業 19.9%

情報通信業
0.2%
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供給・水道業

0.1%
運輸業
 5.6%

サービス業
27.3%

農業 19.4%

建設業 9.9%

卸売・小売業・
飲食店
13.3%

金融・保険業
0.6%

不動産業
 0.5%

公務（他に分類
されないもの）

2.9%

※分類不能の産業を含まない   

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

農
業

林
業

漁
業

鉱
業

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
等

運
輸
・
通
信
業

卸
売
・
小
売
業

、
飲
食
店

金
融
・
保
険
業

不
動
産
業

サ
ー
ビ
ス
業

公
務

従
業
者
数
（

人
）

0.716 0.766 0.756

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000
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（（３３））産産業業のの状状況況  

１１））産産業業構構造造  

 

 

 

 

 

【産業大分類別従業者数の構成と推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就従比※の変化】 

  

  

  

  

  

  

  

  

                             
「就従比」※ 「まちづくり用語集」参照 

 

全産業の従業地ベース就業者数は、サービス業、製造業、農業、卸売・小売業・飲食店が 

多くなっています。平成7年以降、サービス業が増加している一方、製造業、農業、建設業は

一貫して減少しています。 

就従比は0.756と労働力の他都市への流出超過が見られます。 

（資料：平成17年国勢調査） 
（資料：各年国勢調査） 

（資料：各年国勢調査） 

全産業の従業者数は、サービス業、製造業、農業、卸売・小売業・飲食店が多くなって

います。平成7年以降、サービス業が増加している一方、製造業、農業、建設業は一貫して

減少しています。 

就従比※は0.756と労働力の他都市への流出超過が見られます。 

平成７年 平成12年 平成17年

【就従比の変化】 
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（資料：各年関東農政局千葉統計事務所「千葉県生産農業所得統計） 

２２））農農業業のの状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農業粗生産額の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３））工工業業のの状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：各年工業統計調査） 

 

755
685 655649 692

592

1,960

1,486

1,202

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成７年 平成12年 平成17年

（

戸
）

専　業 兼業農家 第１種 兼業農家 第２種

（資料：各年県農業基本調査、農業センサス）

【農家数の推移】 

本市は、農業（野菜が主体）を

基幹産業とし、首都圏の食料基地と

なっていますが、農家数、農業粗

生産額ともに減少傾向にあります。

事業所数、従業者数は 

減少傾向ですが、出荷額は

近年増加傾向にあります。

工業団地に大規模な工場

が進出していますが、転出

する工場もみられます。 

（単位：千万円）

総額 耕種計 畜　産

うち
米

うち
雑穀･豆類

うち
いも類

うち
野　菜

うち
花　き

平成７年 2,186 1,838 443 45 36 1,231 48 348

平成12年 1,877 1,535 376 40 31 978 83 341

平成17年 1,748 1,422 271 36 25 981 54 325

【工業の状況】 

178 170 154

4,510
4,107 3,974
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４４））商商業業のの状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５））観観光光のの状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観光の状況】 

（資料：各年千葉県の商業）

【商業（小売業の状況）】 

市内には九十九里浜をはじめ、蓮沼海浜公園、道の駅「オライはすぬま」及びさんぶの森

公園等の観光施設が立地しています。 

平成20年現在の観光入込客数は年間約230万人となっており、特に道の駅「オライはすぬま」

の集客が順調です。（平成20年の道の駅「オライはすぬま」への入込客数 約100万人） 

なお、観光入込客のほとんどが日帰りで、宿泊客が少ない状況となっています。 

また、季節的には、海水浴を中心に夏季に多くの観光客が訪れています。 

（資料：各年観光入込調査概要）

小売業の販売額、従業者数

が増加しているのに対し、 

商 店 数 は 大 き く 減 少 し て 

います。 

幹線道路沿道における商業

立地に伴い、駅周辺等の既存

商業地の衰退が顕著になって

います。 

市民が買い物する場所は、

東金市をはじめ、八街市、 

横芝光町が多く、購買人口が 

市外に流出している傾向に 

あり、特に買回品の市内購買

率 は 21.6 ％ と 低 く な っ て 

います。（P.11参照） 

380
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３３．．日日常常生生活活圏圏のの状状況況  

  

幹幹線線道道路路※※  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                             
「幹線道路」※「まちづくり用語集」参照 

 

 

 横芝光 

 東金 

 八街 

千葉 

成田 成田空港 

山武市内

通　 勤 8.4%
最寄品 0.2%
買回品 6.8%

通　 勤 8.4%
最寄品 0.4%
買回品 14.6%

通　 勤 50.5%
最寄品 53.9%
買回品 21.6%

通　 勤 7.5%
最寄品 7.6%
買回品 30.5%

通　 勤 5.2%
最寄品 13.9%
買回品 12.3%

通　 勤 2.2%
最寄品 19.1%
買回品 5.4%

成田市、千葉市をはじめ周辺都市が主な通勤圏となっています。 

また、幹線道路※で結ばれている東金市、八街市及び横芝光町等の隣接市町が主な購買圏と

なっています。 

このことから、日常生活圏は、周辺都市の範囲で形成され、広域的には成田市及び千葉市との

結びつきがみられます。 

周辺都市の 

商業集積地等 

 

最寄品：日用品、食料品等 

買回品：衣料品、家具、電気器具、玩具等 

（資料：平成17年国勢調査 

平成18年千葉県の商圏） 
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４４．．財財政政のの状状況況  

  

 

 扶助費※ 普通建設事業費※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
「扶助費」※「まちづくり用語集」参照 

「普通建設事業費」※「まちづくり用語集」参照 
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市の歳出の推移でみると、歳出総額は200億円前後で推移しています。歳出総額のうち、社会

保障費等の扶助費※の占める割合は年々高くなる一方、普通建設事業費※の占める割合は平成14

年から平成16年にかけて一旦は増加したものの、その後減少しています。 

【歳出の推移と内訳】 

（資料：各年市町村財政の状況（千葉県総務部市町村課） 
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（資料：市町村の概要（千葉県市町村課））

【財政力指数と経常収支比率】 

（財政の弾力性（ゆとり）を示すための指標 

  ----低いほど財政にゆとりがある） 

（平成20年度：経常経費充当一般財源／経常一般財源総額）

＜財政力指数＞ ＜経常収支比率＞ 

（財政の強弱を示すための指標 

----高いほど財政力が強い） 

（基準財政収入額／基準財政需要額 

の平成18年から平成20年の平均）
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５５．．土土地地利利用用のの状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

ロードサイド型※ 

【計画的に造られた住宅団地（日向台）】      【国道126号沿道の市街地】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成東城跡公園からの市街地内の眺め】         【田園の風景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【蓮沼海浜公園展望台からの眺め】          【九十九里浜】 

 

 

 

 

 

 

 

                             
「里山」※ 「まちづくり用語集」参照 

「ロードサイド型」※ 「まちづくり用語集」参照 

本市の土地利用は、丘陵地、市街地、田園及び海浜から構成され、それぞれ特徴ある土地利用

が形成されています。 

丘陵地は、高低差のある変化に富んだ地形で、昔ながらの農家住宅や計画的に造られた住宅

団地が緑と調和しながら立地し、里山※等の季節を感じることができる土地利用が広がって

います。市街地は、鉄道駅周辺や国道126号沿道を中心に形成され、国道沿いは、ロードサイド

型※の商業施設をはじめとしたサービス施設が集積しています。田園は、農家住宅や屋敷林等の

集落と農地で形成する落ちつきのある土地利用が広がっています。海浜は、砂浜と防風林の

松林が調和し、訪れた人に潤いとやすらぎを与える開放的な空間となっています。 
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【土地利用現況図（平成18年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第8回千葉県都市計画基礎調査（平成18年度） 
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６６．．宅宅地地開開発発とと建建築築活活動動のの状状況況  

  

    宅宅地地開開発発※※  

建建築築確確認認申申請請※※    用用途途地地域域※※  

  

  

  

  

  

【宅地開発の状況（５ｈa以上）】        【小規模宅地開発の状況】 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

（資料：第８回都市計画基礎調査（平成18年）、山武市宅地開発事業事前協議受付台帳） 

 

【建築確認申請の状況】  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

（資料：各年建築物動態調査 （集計は新築の確認申請のみを対象））  

                             
「宅地開発」※「まちづくり用語集」参照 

「建築確認申請」※「まちづくり用語集」参照 

「用途地域」※「まちづくり用語集」参照 

本市の宅地開発※は昭和55年から平成7年にかけて多く行われました。 

建築確認申請※の状況は、用途地域※内において、5年間に約200～350件の申請があり、住居系

建物がそのほとんどを占めています。一方、用途地域外においては、15年前は用途地域内の

約10倍の申請件数があり、近年は減少しているものの、依然として用途地域内の2倍以上の申請

件数があります。 

《用途地域内》 

《用途地域外》 

竣工年  面積(ha) 事業地区名

昭和55年 11.84 富士見台団地（成東）
昭和58年 5.38 白幡ニュータウン（白幡、本須賀）

昭和59年 5.40 湘南台（森）
昭和60年 23.60 日向台
平成6年 9.60 美杉野一丁目
平成8年 7.60 美杉野二丁目
平成8年 5.20 美杉野四丁目
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 対象：宅地開発事業（１箇所５ha未満）
　　 　：道路位置指定による開発
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７７．．都都市市施施設設とと都都市市計計画画のの状状況況  

（（１１））都都市市施施設設のの状状況況  

１１））道道路路網網  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【道路網・交通量図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成17年度千葉県新・道路交通センサス） 

県都千葉市と銚子市を結ぶ国道126号を

軸として､主要地方道及び一般県道により、

梯子状に道路網が構成されています。交通

量は､（主）成田松尾線､（主）松尾蓮沼線

等千葉東金道路のインターチェンジに連絡

する道路や国道126号において多く、混雑

している状況にあります。 

現在、首都圏中央連絡自動車道の整備が

進められており、整備後は、千葉東金道路

やこれに連絡する道路の交通量にも変化が

生じると予想されます。 

【広域道路網】 
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２２））鉄鉄道道  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一日当たりの乗車人員の推移（駅別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一日当たりの定期乗車人員の割合の推移（駅別）】 

 

 

 

 

 

 

 

市内には、JR総武本線及びJR東金線が通り、JR成東駅からJR千葉駅まで普通列車で約40分、

JR東京駅まで約80分（乗り換え時間含まず）で結ばれています。 

市内には、日向、成東及び松尾の３つの駅があり、JR成東駅はJR総武本線とJR東金線の接続

駅となっています。平成７年からの乗車人員の推移をみると、JR日向駅ではほぼ横ばいですが、

JR成東駅、JR松尾駅では減少傾向にあり、10年間でJR成東駅は約10％、JR松尾駅は約25％の

減少となっています。 

１日当たりの乗車人員は、JR成東駅が約3,100人、JR日向駅が約1,500人、JR松尾駅が約1,100

人で、利用者は定期乗車人員が多くなっています。JR日向駅、JR松尾駅では、定期乗車人員の

割合が約80％を占めており、鉄道利用者は通勤・通学者が多い状況です。 
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68.5%

79.1%

80.8%
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78.5%

80.1%

72.8%

80.8%

50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

日向駅

成東駅

松尾駅

平成７年 平成12年 平成17年

（資料：東日本旅客鉄道（株）千葉支社） 

（資料：東日本旅客鉄道（株）千葉支社） 
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３３））ババスス  

 

県道※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             
「県道」※ 「まちづくり用語集」参照 

主要な県道※をバスルートとした路線バスが運行され、市内の一部の地域では巡回バスが運行

されています。地域間を結ぶ路線については、成東地域と山武地域を結ぶ八街線（埴谷経由）、

松尾地域と蓮沼地域を結ぶ空港シャトルバス路線の２路線のみとなっています。 

利用者数は、空港シャトルバスと市内巡回バスが増加傾向にある一方、民間バス路線において

は減少傾向が顕著にみられ、八街線の一部路線（埴谷台団地と日向経由）が廃止されています。

【バスルートと運行本数】 

（資料：各年山武市） 

【市内バスの利用者数と運行状況】 

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

利用者数（人） 208,730 166,211 144,329 125,709 103,351 11,323

運行本数（本） 44 40 36 36 32 32

利用者数（人） 91,914 108,192 127,499 143,821 158,313 169,248

運行本数（本） 16 18 18 22 22 22

利用者数（人） 300,644 274,403 271,828 269,530 261,664 180,571

運行本数（本） 60 58 54 58 54 54

※１ ：
※２ ：

海岸線、八街線（埴谷経由）、蓮沼循環バス

民間計 ※１

※２公営計

巡回バス、空港シャトルバス、松尾教習所バス

合　計
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４４））公公共共公公益益施施設設のの分分布布状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共公益施設は、旧町村の役場周辺に多く分布しています。 

【公共公益施設分布図】 

（資料：第8回千葉県都市計画基礎調査（平成18年度））



第１章 山武市の現状と課題 

７．都市施設と都市計画の状況 

 - 21 -

（（２２））都都市市計計画画のの状状況況  

 

都市計画区域※ 

非線引き※ 

 

 

 

都市計画道路※ 

公共下水道※ 

農業集落排水合併処理浄化槽※ 

 

 

 

 

 

【都市計画区域・用途地域の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：山武市 平成20年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
「都市計画区域」※「まちづくり用語集」参照 

「非線引き」※「まちづくり用語集」参照 

「都市計画道路」※ 「まちづくり用語集」参照 

「公共下水道」※「まちづくり用語集」参照 

「合併処理浄化槽」※「まちづくり用語集」参照 

旧町村ごとに都市計画区域※が決定され、いずれも、非線引き※の都市計画区域となって

います。 

用途地域は蓮沼地区を除き、旧町村の中心部、丘陵地の住宅地、工業団地及び海岸沿いの

既存市街地に指定されています。 

都市計画道路※の整備は、地区により異なりますが、成東、松尾地区において遅れが目立って

います。 

下水道は、公共下水道※の計画区域はなく、合併処理浄化槽※と農業集落排水※による汚水処理

が行われています。 

山武市
成東
都市計画

山武
都市計画

九十九里
海岸
都市計画

松尾
都市計画

14,639 4,703 5,205 972 3,759 － － － － － － － － － －

第一種低層住居専用地域 138 49 89 0 0
50
60

100
100

50 100
50
60

100
100

－ － － －

第二種低層住居専用地域 1 0 1 0 0 60 150 － － 60 150 － － － －

第一種中高層住居専用地域 86 19 28 0 39 60 200 60 200 60 200 － － 60 200

第一種住居地域 450 206 151 0 93 60 200 60 200 60 200 － － 60 200

準住居地域 37 16 0 0 21 60 200 60 200 － － － － 60 200

近隣商業地域 27 14 7 0 6 80 200 80 200 80 200 － － 80 200

準工業地域 27 0 6 0 21 60 200 － － 60 200 － － 60 200

工業地域 90 37 16 0 37 60 200 60 200 60 200 － － 60 200

無指定地域 13,783 4,362 4,907 972 3,542 － － － － － － － － － －

松尾
都市計画

建ぺい率（％）／容積率（％）面積(ha)

山武市
成東
都市計画

山武
都市計画

九十九里海
岸
都市計画

都市計画区域

用
途
地
域

九十九里
海岸
都市計画
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【都市計画道路の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：山武市 平成20年） 

 

【公園緑地の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 路線名

3・2・1 成東駅南口線 280 30 4

3・2・2 成東駅北口線 190 30 4

3・3・3 国道１２６号 3,750 25 4

3・4・4 木戸浜本須賀納屋線 4,230 20 2

3・4・5 板附本須賀納屋線 11,370 16 2

3・4・6 津辺富口線 1,480 16 2

3・4・7 宮前板附線 1,930 16 2

3・4・8 和田新泉線 1,890 16 2

3・4・9 新町和田線 950 16 2

3・4・10 姫島宮前線 1,370 16 2

合計 27,440 0.14 0.5%

3・4・1 埴谷線 880 16 2

3・4・2 雨坪埴谷線 4,390 16 2

3・4・3 役場通り線 1,050 16 2

3・4・4 椎崎埴谷線 1,440 16 2

3・5・5 矢部木原線 4,350 14 2

3・5・6 埴谷日向台線 3,250 13 2

合計 15,360 6.28 40.9%

3・3・1 蓮沼公園線 4,264 22～28 4

3・5・2 魚屋前龍立線 2,580 12～16 2

6,844 2.58 37.7%

1・3・1 首都圏中央連絡自動車道 360 22 4 H20.1.18

3・5・1 松尾国道126号線 3,040 15 2

3・4・2 大堤松尾線 300 16 2

3・5・3 松尾富士見台線 830 14 2

3・5・4 八田富士見台線 380 14 2

4,910 0.38 7.7%

九十九里
海岸

S49.11.12

H13.5.11松尾

成東
H7.3.28

山武
H9.4.25

車線数 決定年月日
整備済

延長[kｍ]
整備率

都市計画
区域名

名称
延長[ｍ] 幅員[ｍ]

（単位：箇所、ha、㎡/人）

（資料：山武市 平成20年） 

昭和49年11月12日

平成20年1月18日

平成9年4月25日

平成7年3月28日

平成13年5月11日

山武市 旧成東町 旧山武町 旧蓮沼村 旧松尾町

箇所数 153 37 108 2 6

公園面積 89.6 18.5 26.4 39.2 5.5

一人あたり公園面積 15.72 － － － －
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【山武市都市計画図】 

（平成１９年１１月） 
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８８．．ままちちづづくくりりにに関関すするる市市民民意意向向  

 

 

 

平成２０年度に策定した山武市総合計画の進捗管理を行うにあたり、「市民が今の山武市を  

どう思っているか」について実施したアンケート調査結果（平成21年4月～5月実施）によると、

まちづくりに関する市民意向は、以下のとおりとなっています。 

 

（（１１））ままちちづづくくりりのの分分野野のの満満足足度度ににつついいてて  

まちづくりの各分野への満足度は、各分野ともに、「ふつう」が最も多くなっていますが、   

「満足」「どちらかといえば満足」を併せると、「自然環境の保全」（17.9％）、「上水道の      

充実」（17.2％）及び「道路網の整備・充実」（14.7％）の順に高くなっています。「どちらか

といえば不満」「不満」を併せてと、「公共交通※網の整備・充実」（44.1％）、「汚水処理の

推進」（35.9％）、「商工業の振興」（32.3％）、「都市の整備」（33.2％）及び「道路網の      

整備・充実」（33.1％）の順に高くなっており、「道路網の整備・充実」については、満足度は

他の分野に比べ高くなっていますが、不満も高い結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
「公共交通」※ 「まちづくり用語集」参照 

公共交通網・道路網の整備・充実、汚水処理の推進及び都市の整備等が求められています。

 

3.1

4.8

2.7

14.8

12.4

41.1

36.8

57.6

48.8

52.0

53.2

54.5

50.2

43.3

54.4

59.3

62.3

49.3

52.8

20.9

26.6

13.6

23.1

20.1

18.5

11.7

13.9

21.8

21.2

14.8

13.0

23.6

19.7

12.2

17.5

5.4

10.1

7.2

6.6

4.2

7.0

14.1

5.7

5.4

4.7

8.7

8.9

11.1

10.6

11.3

11.9

12.3

12.5

11.8

11.7

12.1

12.0

12.1

14.8

14.7

14.1
0.9

0.5

0.9

1.6

1.3

1.4

1.4

0.8

2.3

1.9

2.7

3.6

3.2

4.3

6.8

5.3

6.0

7.7

7.1

5.3

9.7

6.6

12.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.道路網の整備・充実

2.公共交通網の整備・充実

3.防災・消防対策の充実

4.都市の整備

5.生活環境の充実

6.廃棄物の減量・処理の適正化

7.自然環境の保全

8.上水道の充実

9.汚水処理の推進

10.防犯対策の充実

11.交通安全対策の推進

12.農林水産業の振興

13.商工業の振興

14.観光の振興

満足 どちらかといえば満足 ふつう どちらかといえば不満 不満 無回答

問 まちづくりの各分野への満足度をお聞きします。 
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（（２２））ままちちづづくくりりのの分分野野のの重重要要度度ににつついいてて  

まちづくりの各分野の重要度は、いずれも、「できれば力を入れて欲しい」「今のままでよい」

という回答が多くなっています。 

「力を入れて欲しい」「できれば力をいれて欲しい」を併せると、「公共交通網の整備・充実」

が56.9％、「防犯対策の充実」（50.1％）及び「道路網の整備・充実」(50.0％)が過半数を超え、

「汚水処理の推進」（48.4％）も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.7

15.2

16.9

18.2

14.6

11.8

12.6
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13.4
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10.0
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35.2

34.9

33.1

30.2

31.2

33.3

30.9

30.3

29.9

27.5

25.4

24.9

24.1

22.5

22.9

26.9

32.4

33.3

34.9

36.5

37.6

36.1

39.3

39.8

41.9

43.8

45.7

18.1

18.5

19.3

18.5

19.2

19.1

19.3

18.7

20.0

18.8

19.6

19.2

20.0

19.1

30.5

1.1

1.6

1.1

2.0

0.7

1.1

0.6

1.4

0.5

0.6

1.4

0.5

3.1

0.5

0.7

0.5

0.2

0.7

0.4

0.6

0.2

0.7

0.2

0.3

0.3

0.2

0.8

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.公共交通網の整備・充実

2.防犯対策の充実

3.道路網の整備・充実

4.汚水処理の推進

5.都市の整備

6.生活環境の充実

7.廃棄物の減量・処理の適正化

8.防災・消防対策の充実

9.商工業の振興

10.交通安全対策の推進

11.観光の振興

12.自然環境の保全

13.農林水産業の振興

14.上水道の充実

力を入れて欲しい できれば力を入れて欲しい 今のままでよい

あまり力を入れる必要はない 力を入れる必要はない 無回答

問 まちづくりの各分野への重要度をお聞きします。 
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９９．．山山武武市市のの都都市市づづくくりりのの課課題題  

本市を取り巻く社会経済情勢の動向や都市づくりに関する市民の意向から、都市づくりの課題をまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の社会資本の活用と充実による「歩いて暮らせる街づくり」 

少子高齢化の進展、公共投資の効率化及び環境負荷の低減等に対応する

ため、既存の社会資本の活用と充実により、公共公益施設及び商業施設等の

都市機能を、自動車に過度に頼らずに利用できる「歩いて暮らせる街づくり」

が求められており、その中で賑わいの創出やコミュニティの育成、子育て

環境等の充実を図り、併せて身近な生活環境の改善をしていくことが課題

です。 

就業機会の確保と魅力的な住環境の形成による人口減少の抑制 

成田空港との近接性等の立地条件を活かした工業振興、豊かな自然環境等

の地域資源を活かした農業・観光の振興及び鉄道や広域幹線道路等の交通

条件を活かした商業等の集積促進を図り、就業機会を確保するとともに、

魅力的で良好な住環境の形成を図ることにより、人口減少を抑制することが

課題です。 

地域間の連携・交流等による都市の一体性の確保  

道路や公共交通のネットワーク化及び市域全体のバランスの取れた土地

利用の促進により、地域の結びつきを強化し、山武市全体としての都市の

一体性を確保することが課題です。 

都 市 づ く り の 課 題 山 武 市 の 現 状 

【都市機能の分散化や地域間での不均衡】 

○旧町村単位で都市づくりの方針が定められています。（市域に４つの都市計画区域があります）

○そのため、都市機能の分散化や地域間での不均衡が生じています。 

【多様な自然環境と固有の歴史・文化】 

○丘陵、田園及び海浜の多様な自然環境を有しています。 
○伊藤左千夫の生家等の地域に密着した歴史と文化があります。 

【人口減少と高齢化の同時進展】 

○市の人口は減少しており、高齢者の割合が高くなっています。 
○駅周辺等の既存市街地において、人口が減少しています。 

【優位な立地条件・交通条件】 

○成田空港に近く、千葉東金道路のインターチェンジ及び広域幹線道路が配置されています。 
○圏央道、銚子連絡道路の整備が予定されています｡ 
○鉄道２路線、３駅が配置され、さらに、高速バス、空港シャトルバスが運行されています。 

【多様化する市民ニーズ】 

○市民の価値観やライフスタイルの多様化に伴い、市民のニーズが多様化しています。 

【周辺都市への購買力の流出】 

○買回品と最寄品の市内購買率は、各々約22％、約54%と低くなっており、購買力の市外への流出が

みられます。 

【就業の場の不足】 

○成東工業団地、松尾工業団地及び松尾台工業団地においては企業の立地率が高く、一定の就業の

場を確保していますが、市内の他地域においては就業の場が少ない状況です。 
○就従比0.75となっており、労働力の市外への流出がみられます。 

【財政基盤の弱体化と基盤整備の遅れ】 

○人口減少や第１、２次産業の衰退等により財政基盤が弱くなっています。 
○税収の減少と社会保障費の増加により、普通建設事業費の確保が厳しくなり、基盤整備の遅れが

懸念されます。 

【公共交通の全体的なサービスの低下】 

○市街地の分散化、自動車への依存や人口減少等の影響を受け、公共交通機関の利用者の減少や

それに伴うバス路線の休止、運行本数の減少がみられます。 

【恵まれた観光資源】 

○九十九里浜や道の駅「オライはすぬま」等に夏季を中心に観光客が多く訪れています。 

山武市の歴史と文化や特徴ある景観を活かした魅力づくり 

地域固有の歴史・文化、行事・祭り等の伝統並びに海浜、田園及び丘陵の

特徴ある自然・景観について、地域の取り組みとして、あるいは農林漁業、

観光と連携しながら保全・活用を図ることにより、本市の魅力づくりを推進

することが課題です。 

市民ニーズに対応するため、協働による都市づくりへの取り組み 

限られた財源のなかで、多様化した市民ニーズに対応した都市づくりを

進めるためには、計画段階から市民との協働による取り組みを推進すること

が課題です。 

【用途地域外への市街地分散化と用途地域内の空洞化】 

○用途地域外において小売店や住宅の立地が分散的に拡大する一方、用途地域内において空洞化が

みられます。 
○そのため、自動車への依存による環境負荷や高齢者の移動負荷の増大、公共投資の非効率化及び

農地の改廃等の問題を招いています。 

【地域コミュニティの希薄化】 

○少子高齢化や市民の価値観の多様化等により、地域のコミュニティが希薄になっています。 
 同時に、コミュニティ活動の停滞もみられ、防災、防犯上の問題も懸念されます。 

【身近な生活環境の改善】 

○道路や公園、排水処理施設等の身近な生活環境の整備が遅れている地域があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第第２２章章  全全体体構構想想  
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２２－－１１  都都市市のの将将来来像像  

１１．．都都市市のの将将来来像像とと都都市市づづくくりりのの目目標標  

 

第１章の「山武市の現状と課題」を踏まえ、本市の都市の将来像を展望すると、既存社会資本

と地域資源の活用や様々な分野における市民活動を通じて、地域コミュニティの再構築を図り、  

地域の個性と魅力を向上させるとともに、本市の立地条件・交通条件を活かした産業集積及び  

就業機会の確保を図り、人口減少を抑制し、活力を維持・増進していくことが望まれます。 

また、それらを市域全体で効果的に展開していくために、地域間の連携・交流を強化し、併せ

て、市民と行政が協力して都市づくりに取り組む環境を整えていくことが望まれます。 

そこで、山武市都市計画マスタープランにおける都市の将来像を以下のとおりとします。 

『「ひと」「まち」「価値」をつないで育てる自立都市 さんむ』 

また、都市づくりの課題に応じた目標を以下のとおり設定します。 

・課題１『地域間の連携・交流等による都市の一体性の確保』に対して、 

道路・交通ネットワークにより地域の結びつきを強化し、市民の活発な交流により、地域資源や

地域コミュニティにおける伝統・文化等の魅力向上や共有を図ることとし、 

 

「市内の各地域が連携・交流する一体的な都市づくり」を目標とします。 

  

・課題２『就業機会の確保と魅力的な住環境の形成による人口減少の抑制』に対して、 

交通条件の優位性を活かした農林漁業・工業等の発展や観光・レジャーの訪問客と市民との交流

促進による地場産業や観光の振興を図ることとし、 

 

「周辺都市との連携と交流により豊かさが高まる都市づくり」を目標とします。 

 

・課題３『既存の社会資本の活用と充実による「歩いて暮らせる街づくり」』に対して、 

日常生活圏が徒歩や自転車、公共交通で形成され、併せて､賑わいやコミュニティ・子育て環境等

が創出、育成されるような集約型の都市を目指すこととし、 

 

「既存社会資本を活用した歩いて暮らせる集約型の都市づくり」を目標とします。

 

・課題４『山武市の歴史と文化や特徴ある景観を活かした魅力づくり』及び 

・課題５『市民ニーズに対応するため、協働による都市づくりへの取り組み』に対して、 

地域固有の自然環境や文化が市民協働により受け継がれ、地域の魅力を高める景観の形成を

図るとともに、地域の安全・安心を確保することとし、 

 

「地域固有の自然と文化を活かした市民協働による都市づくり」を目標とします。
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都都  市市  のの  将将  来来  像像  

｢｢｢ひひひととと｣｣｣「「「まままちちち」」」｢｢｢価価価値値値｣｣｣をををつつつななないいいででで育育育てててるるる自自自立立立都都都市市市   さささんんんむむむ

都都  市市  づづ  くく  りり  のの  目目  標標  

市内の各地域が連携・交流する一体的な都市づくり 
○各地域の拠点市街地が道路や公共交通のネットワークにより結ばれ､市民が活発に連携・交流

する一体的な都市づくり 

○広大な海浜と丘陵等の自然・景観、地域固有の歴史・文化資源、地域のコミュニティで培われ

た伝統･文化等の魅力を市民全体で高め、共有できる一体的な都市づくり 

既存社会資本を活用した歩いて暮らせる集約型の都市づくり 

○住宅、公共公益施設や商業等が集積し、それらを徒歩や自転車、公共交通で利用

できる、人と環境に優しい歩いて暮らせる集約型の都市づくり 

○賑わいやコミュニティ・子育て環境等が創出、育成される集約型の都市づくり 

地域固有の自然と文化を活かした市民協働による都市づくり 

○九十九里浜、田園、集落、山武杉といった固有の自然環境と地域文化が市民との協働

により受け継がれ、地域の個性と魅力の向上に活かされる都市づくり 

○地域の取り組みとして、あるいは農林漁業、観光の連携により、美しい景観が形成

されるとともに安全・安心が確保された都市づくり 

周辺都市との連携と交流により豊かさが高まる都市づくり 
○圏央道や銚子連絡道路により向上した交通条件を活かし、空港及び周辺都市との連携・交流に

よる農林漁業や工業等が発展する都市づくり 

○山武市に体験農林漁業やレジャー等で訪れる人々が市民と活発に交流し、農業等の地場産業や

観光が発展する都市づくり 
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２２．．将将来来都都市市構構造造  

  

  

～都市の将来像の実現に向けた基本的考え方～ 

 

現在の山武市は、都市機能※の分散化、地域間の連携不足、市街地の外延化及びそれに伴う  

農地の改廃や既存市街地内の空洞化等の問題を抱えた拡散型の都市構造になっています。 

拡散型の都市構造では、道路や上下水道等のライフライン、教育・医療福祉サービスといった  

ハード・ソフト両面の都市の公共サービスの効率が下がり、医療施設、商業施設及び文化施設等

の都市機能の分散により、自動車に過度に依存せざるを得ない状況となります。さらに、その  

ことが公共交通の衰退を招くこととなります。 

 

こうした様々な問題に加え、人口減少・少子高齢化の進展及び財政制約に伴う公共投資の効率

化に対応するには、本市の都市の成り立ちを踏まえ、都市機能と公共サービスを集中させ、良好

な住環境、子育て環境及び賑わい・コミュニティの創出を実現する「集約型都市構造」の形成を

目指すことが望まれます。 

このような「集約型都市構造」は、日常生活に必要な移動を少なくするうえ、移動手段として

自動車に過度に依存しないため、環境負荷を低減する都市構造でもあります。 

 

本市においては、都市機能や公共サービスが既に一定程度集積した地区として、JR日向駅・  

さんぶの森周辺、JR成東駅周辺、JR松尾駅周辺及び蓮沼出張所周辺の４つの地区があり、    

それぞれ歴史的な過程を経て地域の拠点が形成されています。 

本市では、これらの拠点を中心に、日常生活の利便性の向上とコミュニティ・子育て環境等の

充実を図ることにより、集約型の都市が形成されることを目指します。 

また、拠点を取り巻く周辺の地域では、自然や農林漁業との調和を重視し、ゆとりある生活の

実現を目指します。併せて、一定のまとまりのある既存の集落等とそれぞれの地域の拠点を連携

させることにより生活環境を整えます。 

さらに､市域全体としては､それぞれの拠点の持つ魅力や個性を市民が共有し､一層高めていく

ために、公共交通を基本とする道路・交通ネットワークにより拠点を相互に結びつける「拠点  

ネットワーク型の集約型都市構造」を目指します。 

これにより、都市の将来像に描いたように「まち」と「まち」が結ばれ、「ひと」と「ひと」

がつながり、地域固有の自然・景観、歴史・文化及び産業・営み等の地域の「価値」と「価値」

がつながり、さらに、様々な主体の連携のもとに「ひと」と「まち」と「価値」が互いに磨かれ、

本市の魅力向上と活性化が図られます。 

 

なお、この将来都市構造については、次に掲げた「土地利用ゾーニング」「交流拠点」「都市

連携軸」「地域交流ネットワーク」及び「都市の骨格となる道路」により構成します。 

 

                             
「都市機能」※ 「まちづくり用語集」参照 
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【将来都市構造図】 
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土地利用ゾーニング 

地域の個性と魅力を生み出す森林、田園及び海浜等の特徴的な土地

利用の現況を踏まえて、丘陵、市街地、田園及び海浜・リゾートの

４つのゾーンを配置します。 

交流拠点 

都市機能や公共サービスが既に一定程度集積した拠点地区に

ついて、日常生活の利便性の向上とコミュニティ・子育て環境等の

充実を図り、地域の交流拠点として育成していきます。 

併せて、特定の都市機能等を有する地区を、それぞれの特性に応じ

た「交流拠点」とします。 

都市連携軸 

広域的な連携・交流機能の役割を担う国道126号とその沿道市街地を

「都市連携軸」として位置づけ、沿道市街地の特性に応じた適正な

土地利用の規制・誘導により、多様な土地利用の形成を図ります。 

地域交流ネットワーク 

「地域交流拠点」をはじめ各「交流拠点」を結び、地域の結びつき

を強化する道路・交通を「地域交流ネットワーク」として位置づけ

ます。 

都市の骨格となる道路 

「地域交流ネットワーク」とともに、成田市、八街市及び東金市等

の周辺都市を結びながら都市の骨格を形成する道路を「都市の骨格と

なる道路」として位置づけます。 
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（（１１））土土地地利利用用ゾゾーーニニンンググ  

●●丘丘陵陵ゾゾーーンン・・・・森林や里山の緑の閑静な環境を活かしたまちづくりを展開します。  

●●市市街街地地ゾゾーーンン・・・都市的な土地利用を適切に誘導するまちづくりを展開します。  

●●田田園園ゾゾーーンン・・・・屋敷林に囲まれた集落地と水田が調和した環境に配慮したまちづくりを

展開します。 

●●海海浜浜・・リリゾゾーートトゾゾーーンン・・・九十九里浜沿岸の地域資源を活かしたまちづくりを展開します。 

  

（（２２））交交流流拠拠点点  
 

●●地地域域交交流流拠拠点点  

都市機能や公共サービスが既に一定程度集積した地区について、日常生活の利便性の向上と 

コミュニティ・子育て環境等の充実を図り、地域の交流拠点として育成していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

●●海海浜浜・・リリゾゾーートト交交流流拠拠点点  

蓮沼海浜公園等の地域資源を活用した海浜・リゾート地にふさわしい拠点づくりを推進  

します。 

●●地地域域資資源源創創造造拠拠点点  

丘陵部にある日向の森を核として、周辺の自然環境と調和した土地利用を検討するとともに、

森林資源による新エネルギー※の活用等により新たな価値を創造する拠点の形成を促進します。 

●●産産業業交交流流拠拠点点  

松尾横芝インターチェンジ周辺において、成田空港への近接性や広域交通へのアクセス性※

を活かし、地域の特色を活かした物流産業や新しい産業を創造する拠点づくりを推進します。 

●●産産業業拠拠点点  

既存の成東工業団地、松尾工業団地及び松尾台工業団地において､周辺環境に配慮しつつ、  

良好な操業環境の維持・向上を図ります。 

●●行行政政拠拠点点  

市役所周辺において、効率的かつ効果的な行政運営を行うことができる環境づくりを推進  

します。 

                             
「新エネルギー」※「まちづくり用語集」参照 

「アクセス性」※ 「まちづくり用語集」参照 

山山武武地地域域交交流流拠拠点点・・・ＪＲ日向駅周辺・さんぶの森周辺地区 

成成東東地地域域交交流流拠拠点点・・・ＪＲ成東駅周辺地区 

松松尾尾地地域域交交流流拠拠点点・・・ＪＲ松尾駅周辺地区 

蓮蓮沼沼地地域域交交流流拠拠点点・・・蓮沼出張所周辺地区  
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（（３３））都都市市連連携携軸軸・・・・・・国国道道112266号号沿沿道道  

広域的な連携・交流機能の役割を担う国道126号とその沿道市街地を「都市連携軸」として  

位置づけ、沿道市街地の特性に応じた適正な土地利用の規制・誘導により、多様な土地利用の

形成を図ります。 

 

（（４４））地地域域交交流流ネネッットトワワーークク  

「地域交流拠点」をはじめ各「交流拠点」を結び、地域の結びつきを強化する道路･交通を  

「地域交流ネットワーク」として位置づけます。 

地域交流ネットワークを構成する道路を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

（（５５））都都市市のの骨骨格格ととななるる道道路路  

地域交流ネットワークとともに、成田市、八街市及び東金市等の周辺都市を結びながら都市

の骨格を形成する道路を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国国道道112266号号  

主主要要地地方方道道      ：松尾蓮沼線、成東酒々井線、千葉八街横芝線、成田松尾線 

一一般般県県道道        ：成東鳴浜線 

都都市市計計画画道道路路    ：九十九里海岸都市計画3・3・1蓮沼公園線 

山武都市計画3・4・2雨坪埴谷線 

成東都市計画3・4・4木戸浜本須賀納屋線 

成東都市計画3・4・5板附本須賀納屋線 

自自動動車車専専用用道道路路  ：千葉東金道路（圏央道） 

広広域域幹幹線線道道路路    ：国道126号 

幹幹線線道道路路        ：（主）千葉八街横芝線、（主）飯岡一宮線、（主）松尾蓮沼線 

（主）成田松尾線、（主）成東酒々井線、（県）成東鳴浜線 

（県）横芝山武線、（県）日向停車場極楽寺線 

一部、主要地方道、

一般県道と重複す

る区間がありま

す。 
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２２－－２２  部部門門別別整整備備構構想想  

  

１１．．土土地地利利用用にに関関すするる基基本本方方針針  

①①自自然然ととのの調調和和をを基基本本ととししたた土土地地利利用用のの促促進進  

○本市の特徴である森林、田園及び海岸等の自然と調和した都市を目指すため、将来都市構造

を基本として次の１１の分類により、地域特性に応じた土地利用を促進します。 

ａａ．．商商業業・・業業務務地地  

○JR成東駅、JR日向駅及びJR松尾駅の各駅周辺において、駅の交通結節機能を活かし、魅力と

賑わいを形成するとともに、自動車に頼らずに買い物等の日常生活が営める土地利用を誘導

します。 

 

ｂｂ．．沿沿道道ササーービビスス地地  

○成東地域内の４車線整備を位置づけた国道126

号沿道において、土地利用の適正な規制・誘導

により、都市連携軸として、既に集積している

沿道サービス機能と居住機能を良好な環境で 

維持します。 

○また、成東地域交流拠点に含まれる国道126号 

沿道においては、駅周辺地区と連携して、商業

業務機能の集積を図ります。 

 

ｃｃ．．近近隣隣ササーービビスス地地  

○さんぶの森公園前の都市計画道路沿道、JR松尾駅南側及び蓮沼出張所周辺の用途地域の指定

されていない区域において、用途地域の指定や地区計画※の活用等により土地利用の規制・

誘導を図り、既存の公共公益施設や商業施設を活かしながら地区の利便性を確保すると  

ともに、周辺の良好な環境を保全します。 

  

ｄｄ．．一一般般住住宅宅地地  

○JR成東駅、JR日向駅及びJR松尾駅の周辺において、自然環境に配慮した質の高いゆとりある

住環境の形成を図ります。 

○国道126号沿道並びに埴谷地区、大木地区及び白幡地区の住宅地においては、安全・安心に  

暮らすことのできる住環境の保全を図ります。 

○海浜・リゾート交流拠点を構成する（主）飯岡一宮線沿道の住宅地においては、住環境の   

保全とともに、観光・レジャーに対応する民宿や別荘等の立地に対応した土地利用を図り  

ます。 

                             
「地区計画」※ 「まちづくり用語集」参照 

【国道126号沿道商業地】 
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ee．．丘丘陵陵住住宅宅地地  

○計画的に整備された美杉野地区等の住宅地に 

おいて、地区計画等による敷地の細分化防止等

により、自然環境と調和した質の高い住環境の

維持・創出を図ります。 

 

 

ff．．田田園園・・集集落落地地  

○田園・集落地において、本市の基幹産業である

農業を支え、首都圏の食糧基地としての役割を

担う農地と集落地を保全します。 

 

 

gg．．自自然然保保全全・・活活用用地地  

○森林が広がる丘陵部において、森林、谷津田※、

河川の保全を図り、その活用にあたっては、  

山武杉等の優れた地域資源を活かした産業  

の振興やグリーンツーリズム※等を推進します。 

 

hh．．産産業業地地  

○松尾横芝インターチェンジ周辺において、成田空港への近接性や広域交通へのアクセス性を

活かし、物流機能をはじめとして、成田空港の後方支援機能や新エネルギー※関連産業を  

含む最先端技術産業の立地等の新たな産業の誘致により産業振興を促進し、新たな就業の場

としての土地利用を図ります。 

○成東工業団地、松尾工業団地及び松尾台工業団地に立地する企業の操業環境の充実を図る 

とともに、緩衝緑地等の配置と適正な維持管理により、自然環境との調和を図るよう立地  

企業に対して協力を求めていきます。 

○上記の工業団地を含め、工場の集積地においては、近隣への騒音、震動及び臭気等の対策を

促進し、住環境及び自然環境との調和を図ります。 

 

ii．．海海浜浜・・リリゾゾーートト地地  

○海浜・リゾート地において、九十九里浜沿岸の

地域資源を活かし、観光関連施策と連携して 

観光・レジャーに対応する別荘や民宿等の土地

利用を図ります。 

○また、防風林及び砂浜の保全により、海と緑に

囲まれた風格のあるリゾート地を形成します。 

                             
「谷津田」※ 「まちづくり用語集」参照 

「グリーンツーリズム」※ 「まちづくり用語集」参照 

「新エネルギー」※ 「まちづくり用語集」参照 

【美杉野地区】 

【里 山】 

【蓮沼海浜公園】 
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jj．．土土地地利利用用検検討討地地  

○商業・業務地、沿道サービス地及び一般住宅地等の市街地（用途地域）に隣接し、既に都市

的な土地利用が形成されている地区において、既存商業施設や住宅等の建物の立地状況等の

実情を踏まえ、市街地環境の保全や改善を図ります。 

○併せて、都市連携軸となる国道126号沿道の用途地域の指定されていない地区において、農業

等の地場産業や観光が発展する多様な土地利用と良好な道路沿道環境を図ります。 

○そのため、地域住民の理解を得ながら、用途地域の指定等により、適正な土地利用の規制・

誘導を図ります。 

○また、JR成東駅北側及びJR松尾駅南側については、地域交流拠点の整備方針（P.44、46）や

地域別構想（P.72～78）に即しつつ、地域住民の意向や土地利用のニーズ・実現可能性等を

踏まえ、土地利用の促進と適正な規制・誘導等の方策を検討します。 

○山武成東インターチェンジ周辺については、良好な広域アクセスを活かした土地利用のあり

方を検討します。 

○日向の森を核とした地域資源創造拠点においては、周辺の自然環境と調和した土地利用を 

検討するとともに、森林資源による新エネルギーの活用等により新たな価値を創造する拠点

の形成を促進します。 

  

kk．．地地域域交交流流拠拠点点  

○地域交流拠点となる山武、成東、松尾及び蓮沼の各拠点について、それぞれ機能分担を図り

ながら、歩いて暮らせる街※を目指し、日常生活の利便性の向上とコミュニティ・子育て  

環境等の充実を図ります。 

○また、各地域交流拠点に含まれる、商業地、住宅地、沿道サービス地及び土地利用検討地の

基盤施設の充実を図るとともに、公共公益機能、商業・業務機能及び居住機能を適切に誘導

し、良好な市街地環境を形成します。 

  

②②都都市市計計画画制制度度をを活活用用ししたた適適正正なな土土地地利利用用のの規規制制・・誘誘導導  

  

○都市計画区域について、将来都市構造に掲げた「拠点ネットワーク型の集約型都市構造」の

実現を目指し、旧町村の枠を越えた１つの都市圏を形成するため、４つの都市計画区域を  

統合します。 

○用途地域内においては、上記①の方針を踏まえ、良好な市街地の形成を図ります。 

○用途地域外においては、自然との調和を基本とした土地利用を促進するため、農業振興計画

と連携して、無秩序な市街化を抑制するとともに、道路等都市施設の整備状況や地域の実情

を踏まえ、必要に応じて用途地域等の新たな指定を行い、無秩序な開発の防止と適正な土地

利用の規制・誘導を図ります。 

○また、将来的には、より実効性のある土地利用規制手法の導入を検討し、拠点となる地区へ

の住宅や利便施設等の集積を図ります。 

                             
「歩いて暮らせる街」※ 「まちづくり用語集」参照 
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【土地利用方針図】 
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２２．．地地域域交交流流拠拠点点にに関関すするる基基本本方方針針  

  

（（１１））地地域域交交流流拠拠点点のの配配置置方方針針  

本市では、旧町村において歴史的に形成されてきた４つの拠点を有しており、それぞれ都市  

機能や公共サービスが一定程度集積しています。 

都市づくりの目標の一つである「既存社会資本を活用した歩いて暮らせる集約型の都市づくり」

を具体化するものとして、それらの拠点について、日常生活の利便性の向上とコミュニティ・  

子育て環境等の充実を図り、地域の交流拠点として育成していきます。 

なお、各地域交流拠点において、その整備方針又は整備の進捗状況に応じて、都市計画道路や

用途地域等の都市計画の見直しを進めていくこととします。 

  

 

【地域交流拠点の配置】 
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【さんむ医療センター】

【松尾IT保健福祉センター】 

【山武市役所】 【蓮沼スポーツプラザ】 【蓮沼出張所】 

【JR日向駅】 【JR松尾駅】 

【JR成東駅】 

【さんぶの森中央会館】 【松尾ふれあい館】 

【道の駅 オライはすぬま】 

【ふれあいセンター】

(注)写真の施設は例示です 
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（（２２））地地域域交交流流拠拠点点のの整整備備方方針針 

  

【【山山武武地地域域交交流流拠拠点点のの整整備備方方針針】】  

○さんぶの森公園前の都市計画道路沿道（ふれあい生活軸）のさんぶの森周辺の地域を     

コミュニティゾーンとして、（仮称）さんぶの森交流センターをはじめとした公共公益施設の

充実を図るとともに、日常生活の利便性を高める商業施設等の誘導や、丘陵住宅地における  

質の高い住宅の立地を促進します。 

○また、地域コミュニティを育成するため、その中核を担う（仮称）さんぶの森交流センターに

おいて、健康、文化及び交流を軸とした多様な事業を展開します。 

○さらに、同地区については、用途地域が定められていないため、今後「近隣サービス地」    

として、用途地域の指定等により適正な土地利用の規制・誘導を図るとともに、秩序ある沿道

景観の形成を図ります。 

○JR日向駅周辺については、山武地域交流拠点の玄関口として、利便性と魅力を高めるため、  

商業機能の形成に併せ、駅前広場及び駅前通りの整備を推進するとともに、駅へのアクセス  

道路※等についても検討します。 

○さらに、安全・安心な市街地環境を確保するため、歩道の整備を推進し、併せて、駅構内に   

おけるバリアフリー※化について、鉄道事業者に要請していきます。 

○日常生活の利便性の向上と地域内交流を促進するため、さんぶの森周辺とJR日向駅周辺との 

結びつきを道路及び地域公共交通※により維持・強化し、地域交流拠点としての一体性を確保  

します。 

○その一環として、（都）雨坪埴谷線をはじめとする都市計画道路についても、引き続き整備を

促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
「アクセス道路」※ 「まちづくり用語集」参照 
「バリアフリー」※ 「まちづくり用語集」参照 

「地域公共交通」※ 「まちづくり用語集」参照 

【山武地域交流拠点 ふれあい生活軸（イメージ）】 
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【山武地域交流拠点の将来イメージ図】 

注）拠点全体の範囲及び

凡例に示す位置について

は、おおむねのものです。 
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【【成成東東地地域域交交流流拠拠点点のの整整備備方方針針】】  

○JR成東駅周辺について、地区の実情を踏まえ、地区関係者との協働により、整備のあり方、

計画及び手法等を検討するとともに、総合的かつ継続的な実施に向けた取り組みを推進  

します。 

○また、その取り組みにあたっては、ハード・ソフト両面の事業展開を推進、または支援する

ことにより南側と北側の一体的な土地利用が図られるよう配慮します。 

○JR成東駅南側から市役所周辺にかけての市街地については、コミュニティゾーンとして、  

駅前広場の整備を進めるとともに、（都）成東駅南口線と（都）津辺富口線について、沿道

における既存の文化施設を活かしながら「文化のシンボル軸」として整備を進め、商業の  

充実等により賑わいの再生を図り、行政の中心地にふさわしい多様な交流が展開する土地  

利用を誘導します。 

また、さんむ医療センターと市役所の南側において、さんむ医療センターへの国道の迂回  

道路の整備を検討します。 

○JR成東駅北側については、歩いて暮らせる街の形成の一環として、土地利用のニーズや   

実現可能性等を踏まえ、農地との調和に配慮しながら、住宅のほか、都市の魅力や日常生活

の利便性を高める土地利用を検討します。併せて、開発需要の規模や用途及び熟度に応じて、  

都市計画道路や駅前広場等の基盤整備について検討します。 

○道路・交通体系については、コミュニティゾーン及び国道沿道の多様な施設を徒歩で利用  

できる地域公共交通の活用とそれに合わせた道路の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成東地域交流拠点 文化のシンボル軸（イメージ）】 
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【成東地域交流拠点の将来イメージ図】 

 

注）拠点全体の範囲及び

凡例に示す位置について

は、おおむねのものです。 
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【【松松尾尾地地域域交交流流拠拠点点のの整整備備方方針針】】  

○JR松尾駅周辺について、地区の実情を踏まえ、地区関係者との協働により、整備のあり方、  

計画及び手法等を検討するとともに、総合的かつ継続的な実施に向けた取り組みを推進します。 

○また、その取り組みにあたっては、ハード・ソフト両面の事業展開を推進、または支援する  

ことにより南側と北側の一体的な土地利用が図られるよう配慮します。 

○駅周辺地区をコミュニティゾーンとして、道路改良等による歩行者ネットワーク（ふれあい 

生活軸）等の整備を推進し、地区の利便性と魅力を高めます。 

○JR松尾駅北側については、既存の公共公益施設、商業施設及び教育施設の維持と活用を図り、 

コミュニティの育成や日常生活の利便性を高める土地利用を促進します。 

○また、駅北側の駅前道路(都)大堤松尾線及びその沿道の整備については、通学路や沿道商業地

の形成等の地区の実情を踏まえ、地域住民の協力を得ながら検討します。 

○JR松尾駅南側については、空港シャトルバスのバス停の設置と併せ、松尾ＩＴ保健福祉   

センター等の公共公益施設の活用を検討します。 

○また、空港シャトルバスのバス停周辺については、土地利用のニーズや実現可能性等を踏まえ、

農地との調和に配慮しながら、土地利用を検討します。 

○道路・交通体系については、公共公益施設や商業施設を利用する際の安全性、利便性を確保  

するため、地域公共交通の活用や歩道、自転車道の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【松尾地域交流拠点 ふれあい生活軸（イメージ）】 
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【松尾地域交流拠点の将来イメージ図】 

注）拠点全体の範囲及び

凡例に示す位置について

は、おおむねのものです。 
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【【蓮蓮沼沼地地域域交交流流拠拠点点のの整整備備方方針針】】  

○歩いて暮らせる街づくりに向けて､蓮沼出張所､道の駅「オライはすぬま」周辺のコミュニティ

ゾーン及び近隣サービス地において、既存施設を活かした拠点形成を推進します。 

○また、海浜・リゾート交流拠点を訪れる人々への観光情報等の情報発信機能や公共公益機能、

商業機能の充実により拠点性を高め、地域住民の生活の利便性向上と観光客の増加を図ります。 

○併せて、観光資源等の活用を通じて、地域住民との協働により、地域の活性化に向けた継続的

な取り組みを推進します。 

○道路・交通については、空港シャトルバスや地域公共交通のターミナル機能の強化を図り、  

地域住民と観光客との交流を促進します。 

○また、蓮沼地域交流拠点の公共公益施設や道の駅等を地域住民が利用しやすくするため、蓮沼

地域交流拠点と海浜リゾート交流拠点及び周辺集落地等とを連絡する道路・交通を「地域内 

連絡軸」として位置づけ、地域公共交通の活用等によりその形成を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

【蓮沼地域交流拠点 近隣サービス地（イメージ）】 
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【蓮沼地域交流拠点の将来イメージ図】 

※ 地 域 内 連 絡 軸 は 、  

地域公共交通等により、

一般住宅地や集落地と

近隣サービス地を結び

ます。 

注）拠点全体の範囲及び

凡例に示す位置について

は、おおむねのものです。 
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３３．．道道路路・・交交通通体体系系にに関関すするる基基本本方方針針  

  

①①都都市市構構造造のの実実現現にに向向けけたた道道路路・・交交通通ネネッットトワワーークク  

○都市計画道路と既存の国県道等が互いに連携しながら、道路ネットワークの形成を図ります。 

○併せて、道路ネットワークと整合を図りながら、公共交通等による交通ネットワークの形成を

図ります。 

○なお、道路については、将来交通需要や地域の状況等を踏まえ、適切な位置・構造及び整備   

手法を検討します。 

○また、誰もが便利に利用できる公共交通体系を検討します。 

  

  

②②周周辺辺都都市市とと結結ぶぶ広広域域幹幹線線道道路路・・幹幹線線道道路路のの整整備備促促進進  

○都市連携軸となる国道126号について、広域幹線 

道路として、交通混雑の解消を図り円滑な道路 

交通機能を確保するため、４車線で都市計画決定

された区間の整備を促進します。 

○地域交流ネットワーク及び都市の骨格となる道路

（Ｐ３５）については、整備を促進するとともに、

供用区間において、道路交通の円滑化と歩行者の

安全性を確保するため、付加車線の設置等の  

交差点改良や歩道の設置を促進します。 

○木戸川の架橋を含めた（都）木戸浜本須賀納屋線の整備を促進するとともに、広域農道に   

ついても整備を促進します。 

○成東地域交流拠点から､（県）成東山武線と並走して富里・成田方面へ連絡する市道については、

北総中央用水事業と連携を図りながら整備を促進します。 

  

  

③③観観光光振振興興等等のの地地域域活活性性化化にに資資すするる交交通通基基盤盤等等のの整整備備促促進進  

○圏央道等の広域幹線道路とネットワークを形成する（都）板附本須賀納屋線、（都）木戸浜   

本須賀納屋線及び（都）蓮沼公園線（（主）飯岡一宮線バイパス）について、海浜・リゾート

交流拠点の骨格道路を形成するとともに、圏央道の全線開通や東京湾アクアラインの波及効果

を受け止めるため、整備を促進します。 

○駅等における多言語による観光案内サイン※等を充実させ､海外からの観光客への対応を図り 

ます。 

                             
「観光案内サイン」※ 「まちづくり用語集」参照 

【国道126号】 
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④④歩歩行行者者のの視視点点にに立立っったた生生活活道道路路のの整整備備・・改改良良  

○市民の意見を聞きながら生活道路の拡幅・改良等

について検討を行い、歩行者の視点に立った生活

道路の整備を進めます。 

○一般住宅地等の市街地にみられる幅員の狭い道路

については、拡幅や隅切りの設置、側溝の蓋掛け

等を実施し、歩行者の安全性・快適性を確保   

します。 

 

 

 

⑤⑤市市民民のの生生活活ススタタイイルルにに対対応応ししたた公公共共交交通通のの活活用用  

○歩いて暮らせる街づくりに向けて、地域交流拠点

と周辺の市街地や集落地を結ぶ公共交通の活用を

推進します。 

○路線バス等公共交通の空白地域については、地域

公共交通の導入を検討します。 

○併せて、路線バスの運行形態について、地域公共

交通との連携を確保するとともに、低床バスの 

導入等について事業者とともに検討します。 

○地域交流ネットワークを構成する道路について、

公共交通との連携が円滑に図られるよう、拡幅・

改良等を検討します。 

○市内３駅周辺においては、鉄道とバスの結節点※

となることから、駅前広場等の整備を推進し、各

地域の顔となる修景整備を進めます。 

○駅周辺における歩道の段差解消、駅と主要な公共

公益施設に至るルートにおける歩道の設置を推進

するとともに、駅構内におけるバリアフリーを  

鉄道事業者に要請し、安全・快適に鉄道を利用  

できる環境整備を推進します。 

○空港シャトルバスの運行ルートについて、ＪＲ 

松尾駅と連携が図られるよう事業者とともに検討

します。 

○関係機関と協力して、引き続き、ＪＲ線の利便性

向上や芝山鉄道の延伸に向けた取り組みを推進 

します。 

 

 

 

                             
「結節点」※ 「まちづくり用語集」参照 

【JR成東駅】 

【JR松尾駅】 

【JR日向駅】 

【改良された生活道路】 
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【道路・交通体系方針図（幹線道路）】 
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【（参考）都市計画道路網図】 

 

 

 

市道は含まれていません。 

（広域農道は除く） 

【平成２０年３月末時点】 



第２章 全体構想 

２－２ 部門別整備構想  ４．公園・緑地に関する基本方針 

 - 54 -

４４．．公公園園・・緑緑地地にに関関すするる基基本本方方針針  

  

①①潤潤いいととややすすららぎぎのの空空間間形形成成  

○地域交流拠点、海浜・リゾート交流拠点、成東総合  

運動公園及び各地域に豊富に存在する地域資源等に 

ついて、主要な道路（地域交流ネットワーク等）や  

河川等により有機的に結びつけ、人々が潤い・    

やすらぎを感じる「水と緑のネットワーク」を形成  

します。 

○市街地内においてネットワークを構成する道路の沿道

では緑化を推進し、身近に緑を感じることができる 

空間を形成します。 

○緑の保全や緑化の推進にあたっては、都市緑地法に 

基づく「緑の基本計画」の策定を進めます。 

○道路沿道や河川沿川等の緑化及び維持管理については､市民との協働によるアダプトプログラム

制度※の活用を推進します。 

○公園・緑地の維持管理については、地域住民及びＮＰＯ※等の市民団体との協働により進め  

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                             
「アダプトプログラム制度」※ 「まちづくり用語集」参照 

「ＮＰＯ」※ 「まちづくり用語集」参照 

【境川】 

【水と緑のネットワーク（イメージ）】 

【水と緑のネットワーク】 

公園緑地、歴史・文化施設等を緑化された道路や散策可能な河川管理用道路で結んでネット  

ワーク化することで、緑や水辺の空間の散策やサイクリングを可能にし、市民の健康や都市の潤い

を確保するものです。 
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②②  基基幹幹的的なな公公園園のの機機能能充充実実とと地地域域のの特特性性ににああっったた公公園園・・緑緑地地のの配配置置検検討討  

○蓮沼海浜公園、成東総合運動公園、松尾運動公園及び

さんぶの森公園等の基幹的な公園について、機能の 

維持・増進を図ります。 

○市街地、田園・集落地及び自然保全・活用地における

公園については、それぞれの地域の特性に合わせた 

維持・管理を図ります。 

また、周辺の公園・緑地の配置や規模等の状況を  

踏まえ、整備を検討します。 

○併せて、災害時における防災機能の向上について検討

します。 

 

 

③③植植樹樹、、緑緑化化覆覆工工等等にによよるる斜斜面面緑緑地地のの防防災災性性のの向向上上  

○斜面緑地について、特徴的な緑の壁となっていることから、崩落等を防止する防災対策を実施

する際には、植樹や緑化覆工※を検討します。 

  

④④公公共共施施設設、、民民有有地地のの緑緑化化推推進進  

○一般住宅地等の市街地における緑の量を増加させるため、公共施設においては屋上緑化・壁面  

緑化、民有地においては生け垣の設置等による緑化を推進します。 

○工業団地等においては、周辺環境と調和するよう敷地内の緑化を促進します。 

 

                             
「緑化覆工」※「まちづくり用語集」参照 

【成東総合運動公園】 
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【公園・緑地に関する方針図】 
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５５．．景景観観にに関関すするる基基本本方方針針  

  

①①地地域域のの魅魅力力をを高高めめるる景景観観づづくくりりのの推推進進ととそそのの取取りり組組みみ  

○海浜・田園・丘陵等の多様な景観は、農林漁業及び観光業の営みとともに培われてきました。

このような山武市の個性を感じることのできる景観を後世の人々に引き継ぎ、地域の魅力を 

高める景観づくりを推進します。 

○また、景観づくりの推進にあたり、景観法に基づく景観計画の策定を進めます。 

○さらに、市民とともに、地域の実情を踏まえ、地区計画制度や都市緑地法に基づく緑地保全  

制度の活用等について検討します。 

  

②②田田園園・・里里山山のの原原風風景景をを活活かかししたた美美ししいい景景観観づづくくりり  

○季節の移り変わりを感じる田園、豊かな緑に覆われた丘陵地、人と多様な生き物が身近に共生

する里山は、日本の原風景であり、国内外に誇ることができる美しい景観となっていること  

から、景観の保全を図ります。 

○また、その景観は、農林業の営みとともに形成されてきたことから、農地や森林を保全する  

とともに、グリーンツーリズム等の観光振興の資源としての活用も図ります。 

○斜面林については、田園から連なる緑の空間として山武市を特徴づけるランドマークと   

なっていることから、防災性の向上と併せて景観資源としても保全を図ります。 

 

③③九九十十九九里里浜浜とと太太平平洋洋のの眺眺望望のの確確保保  

○人々に潤いとやすらぎを与える九十九里浜と太平洋

の雄大な景観を維持するため、砂浜の浸食防止や松林

の保全に向けた取り組みを促進します。 

○また、九十九里浜の代表的な景観である砂浜と松林が

調和した海岸景観を保全します。 

 

 

 

 

 

【九十九里浜と松林】 
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④④生生活活にに根根ざざししたた愛愛着着ををももててるる景景観観づづくくりり  

○市街地内において、各地域の特徴を踏まえ、公共

施設や民有地の緑化を推進し、自然に囲まれた 

都市にふさわしい景観づくりを推進します。 

○市内３駅周辺においては、地域の顔となる空間で

あることから、地域の実情を踏まえながら、商店

の色彩やデザインの統一及び電線類の地中化等に

より、賑わいの中にも秩序を感じることができる

景観づくりを推進します。 

○蓮沼、山武の地域交流拠点においては、地域資源

を活かしながら、地域を特徴づける景観づくりを

推進します。 

○田園・集落地における屋敷林、槇の生け垣については、山武市を特徴づける景観の一つであり、

地域住民とともに、保全を検討します。 

○市内に点在する寺社については、地域の特徴や愛着を育む景観資源となることから、祭や行事

の舞台にふさわしい景観づくりを進めます。 

  

⑤⑤山山武武市市のの個個性性とと魅魅力力をを活活かかししたた沿沿道道景景観観  

○地域交流ネットワークを構成する国県道について、地域の個性と魅力を活かした沿道景観  

づくりを推進します。 

○山武成東インターチェンジ、松尾横芝インターチェンジから、市街地へのアクセス道路となる

(主)成東酒々井線、(主)成田松尾線については、沿道景観と一体となった道路の修景整備等に

より、訪れた人々が山武市の個性と魅力を感じることが出来るような景観づくりを推進します。 

○国道126号沿道においては、建物の意匠や

建て方、看板・広告物に対する色彩、  

デザイン、大きさ及び内容等に関する 

ルールづくりについて検討するとともに、 

電線類の地中化、道路植栽等により、  

自然と調和した秩序ある沿道景観の創出

を推進します。 

○（県）成東鳴浜線、（主）松尾蓮沼線、

（都）木戸浜本須賀納屋線及び(都)蓮沼

公園線については、九十九里浜にアク 

セスする道路として、来訪者が海と季節

を感じることのできるような沿道景観 

づくりを進めます。 

  

【国道126号沿道】 

【市役所の壁面緑化<緑のカーテン>】 



第２章 全体構想 

２－２ 部門別整備構想  ５．景観に関する基本方針 

 - 59 -

 

【景観に関する方針図】 
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６６．．環環境境にに関関すするる基基本本方方針針  

  

①①環環境境とと共共生生すするる都都市市づづくくりりのの推推進進  

○市街地等において、海岸・田園・丘陵の豊かな  

自然に配慮し、環境と共生する都市の形成を  

目指します。 

○また、公共交通の利用促進により、自動車交通量

の低減を図り、ＣＯ２削減を図る等環境に配慮 

した集約型都市構造の実現を推進します。 

○さらに、市街地における生活環境の悪化を防止し、

併せて農地や自然環境を保全するため、汚水処理

施設※の普及と適切な維持管理の推進等により、

汚水の適正な処理を推進します。 

○海浜・リゾート交流拠点である海岸沿いでは、観光レクリエーションの場としての活用を図り  

ながら、自然環境との調和を推進します。 

○工業団地等では、敷地内の緑化促進等により、近隣への騒音、震動及び臭気等の対策を促し、   

周辺の住環境及び自然環境との調和を図ります。 

  

②②海海浜浜・・リリゾゾーートト交交流流拠拠点点ににおおけけるる環環境境保保全全  

○九十九里海岸において、潮の流れの変化により砂浜が浸食され、防風林にも影響を与えている

ことから、関係機関とともに、景観に配慮しながら、砂浜の浸食防止対策等について検討し、

必要な対策を推進します。 

○九十九里海岸の防風林については、海岸と調和した自然環境を形成していることから、適切な

維持管理と保全を促進します。 

 

③③田田園園ににおおけけるる環環境境保保全全  

○田園ゾーンの農地は、農作物の栽培だけでなく、

多様な生物の棲息場所となっており、地域の自然 

環境において重要な役割を担っています。 

このため、農業振興計画と整合を図りながら、  

農地を保全し、併せて、集落地における生活環境

を維持します。 

○防風対策として配置されている集落の屋敷林に 

ついては、農地と調和した自然環境を形成して 

いることから、所有者に適切な維持管理を促し、  

保全を図ります。 

○汚水処理施設の普及と適切な維持管理を推進し、

農業用排水の水質保全と生活環境の向上を図り  

ます。 

 

                             
「汚水処理施設」※ 「まちづくり用語集」参照 

【九十九里浜】 

【田園】 
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④④森森林林のの適適切切なな管管理理とと里里山山のの保保全全  

○丘陵部における森林について、間伐等の適切な 

維持管理と生態系に配慮した植林等を促進します。 

○丘陵部の谷地にみられる里山については、谷津田

に依存した貴重な生物が棲息し、豊かな生態系が

形成されていることから、保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤⑤環環境境にに配配慮慮ししたた治治水水対対策策のの推推進進  

○木戸川、作田川及び境川について、自然や生態系

及び景観の保全に配慮しながら、未改修区間の 

整備等を促進します。 

○丘陵部等における宅地開発については、自然環境

と調和した計画とするよう事業者に要請すると 

ともに、必要な調整池や緑地を確保します。 

 

 

 

【里山】 

【木戸川】 
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【環境に関する方針図】 
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７７．．防防災災にに関関すするる基基本本方方針針  

  

①①自自然然ととのの共共生生にによよるる防防災災対対策策のの推推進進  

○急傾斜地崩壊危険箇所※について、自然や景観に

配慮した防災対策を促進します。 

○木戸川、作田川及び境川の自然並びに景観の保全

を図るとともに、未改修区間の整備等を促進  

します。 

○九十九里海岸沿いの松林については、海岸景観と

して貴重な資源であるとともに、潮風害等を防止

する機能を有することから、関係機関とともに、

景観への配慮を行いながら、保全に向けた取り 

組みを推進します。 

○田園の屋敷林については、防風林としての機能の他に、延焼防止機能を持っていることから、

地域住民とともに保全を検討します。 

 

②②市市街街地地のの防防災災性性のの向向上上  

○地震、火災及び津波等の災害時における延焼、倒壊等が懸念される住宅が密集する地区に   

おいて、建物の更新等による不燃化・耐震化を促進するとともに、安全で速やかな避難が   

できるよう、幅員の狭い道路の解消や災害時に避難場所となる公園・オープンスペース※等の

確保を推進します。 

○市街地内の幹線道路については、延焼遮断機能を持つことから、沿道建物の不燃化・耐震化を

推進するとともに、災害時における避難経路、物資輸送路としての機能を確保します。 

○道路を占用している上水道、電気及び通信等のライフライン※の防災性を強化するため、老朽  

部分の機能更新を促進するとともに、地下の共同溝敷設による集約化についても検討します。 

 

③③建建築築物物のの耐耐震震化化のの促促進進  

○「山武市耐震改修促進計画」に基づき、住宅や特定建築物※の耐震化を促進します。  

  

④④防防災災活活動動拠拠点点のの整整備備推推進進  

○災害時の防災拠点となる市役所のほか、地域における災害対策活動の拠点となる施設の整備に

努めます。 

○防災拠点については、災害時の備えとして、防災資機材の確保及び食糧・飲料水・生活必需品

等の適切な措置を行い、調達体制を整備します。 

 

⑤⑤市市民民ととのの協協働働にによよるる防防災災体体制制づづくくりり  

○避難救助訓練等の実施を通して、市民との協働により、災害時におけるライフライン等の円滑

な復興や被害を最小限にする都市防災の取り組みを促進します。 

                             
「急傾斜地崩壊危険箇所」 ※「まちづくり用語集」参照 

「オープンスペース」※ 「まちづくり用語集」参照 
「ライフライン」※「まちづくり用語集」参照 

「特定建築物」※ 「まちづくり用語集」参照 

【斜面緑地】 
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【防災に関する方針図】 
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３３－－１１  地地域域のの設設定定ににつついいてて  

地域の設定については、山武市基本構想の土地利用構想におけるゾーン区分に即しつつ、   

コミュニティの形成圏である小学校の就学区域と地形等の特徴を踏まえ、以下のとおりとします。 

 

  

①①丘丘陵陵地地域域  

日向小学校、睦岡小学校、山武北小学校及び 

山武西小学校の就学区域 

 

②②市市街街地地地地域域  

成東小学校、大富小学校、松尾小学校及び 

豊岡小学校の就学区域 

 

③③田田園園地地域域  

大平小学校、南郷小学校及び 

鳴浜小学校の一部の就学区域 

 

④④海海浜浜地地域域  

蓮沼小学校、緑海小学校及び 

鳴浜小学校の一部の就学区域 

 

 

  

  

３３－－２２  地地域域別別ままちちづづくくりりのの方方針針  

丘陵地域、市街地地域、田園地域及び海浜地域の各地域について、「１．概況」、「２．現状

と課題」を整理し、これらを踏まえた「３．まちづくり構想」（目標及び方針）として、まち     

づくりの方針を示します。 

 

 

 

 

【地域区分図】 
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①①位位置置とと地地形形  

◆本地域は市域の北部に位置し、下総台地に山林や畑地が 

広がり、多くの谷津田があります。 

◆市街地は、JR日向駅周辺と山武出張所周辺及び八街市に 

接する地区に形成されています。丘陵部においては、比較

的小規模な宅地開発等が多く見られます。 

◆地域内を二級河川の作田川と境川が流れています。 

 

②②人人  口口  

◆平成17年現在の人口は、20,288人（市全体に対する割合

33.0％）で、平成7年～17年の変化は7.6％の増加と市全体

（約4％増加）に比べ高い伸びを示しています。 

◆高齢化率は、17.5％と市平均（約21％）に比べ低くなって

います。 

◆平成17年現在の世帯数は、6,924世帯（市全体に対する  

割合32.6％）で、平成7年～17年で約12％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③主主なな施施設設  

◆山武出張所周辺に公共公益施設が集積し、JR日向駅周辺にも公民館や小学校等が立地    

しています。 

◆さんぶの森公園のほか、丘陵部の宅地開発地等において身近な公園が整備されています。 

【丘陵地域の位置】 

 １.地域の概況 

【丘 陵 地 域】 
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④④交交  通通  

◆幹線道路としては、千葉東金道路が東西方向に通り、山武成東インターチェンジがあり、（主）

千葉八街横芝線、（主）成東酒々井線、（県）成東山武線及び（県）横芝山武線等の幹線道路

が地域の骨格を形成しています。 

◆公共交通機関としては、JR総武本線のJR日向駅があるほか、さんぶの森元気館と山武出張所を

起終点とした巡回バスと、JR成東駅とJR八街駅を結ぶ路線バスが通っています。 

 

⑤⑤主主なな地地域域資資源源  

◆自然資源：作田川・境川、里山、谷津田 

◆歴史・文化資源：古墳、長光寺等の寺社仏閣 

◆レクリエーション資源：さんぶの森公園、さんぶの森元気館 

 

 
【さんぶの森公園のグリーン・タワーからの眺望】 

【丘陵地の山武杉と農地】 
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①①ささんんぶぶのの森森周周辺辺及及びびJJRR日日向向駅駅周周辺辺のの土土地地利利用用  

◆さんぶの森周辺及びJR日向駅周辺には、多くの公共公益施設が立地しています。しかし、それ  

ぞれの機能が分散しているため、市民にとって利用しづらい状況となっています。 

◆JR日向駅は、鉄道乗降客がほぼ横ばいにあり、商業地の衰退がみられます。また、駅前広場等の

整備が遅れています。 

◆現在、（都）雨坪埴谷線は整備中ですが、沿道の土地利用の形成が進んでいない状況です。 

◆さんぶの森周辺は、さんぶの森公園やさんぶの森元気館等の健康・レクリエーション施設が整備

され、公共公益施設の中核を担う（仮称）さんぶの森交流センターの整備も進んでいます。    

さらに、商業店舗や質の高い住宅の立地等の土地利用が進展しています。 

◇本地域の拠点形成を図るため、さんぶの森周辺とJR日向駅周辺の結びつき強化による両地区の 

一体性の確保が課題です。 

 

②②自自然然環環境境とと景景観観  

◆山武杉を主体とした山林が多く、高低差のある変化に富んだ魅力ある丘陵地景観を形成    

しています。 

◆地域の谷津田は、作田川や境川の源流となっており、美しい里山景観を見せてくれます。 

◇豊かな自然環境・景観の保全と活用が課題です。 

 

③③地地域域資資源源  

◆日向の森は、市有地となっており、活用されていない部分が多くあります。 

◆本地域の豊富な山武杉は全国的に有名な森林資源となっています。 

◆寺社仏閣や古墳等の歴史・文化資産等が数多く見られます。 

◇地域の多様な自然資源、歴史・文化資産等の保全と活用が課題です。 

 

④④身身近近なな生生活活環環境境等等  

◆さんぶの森周辺では、良好な住環境が整備されています。 

◆埴谷地区では、県道沿道に多様な建築物が立ち並ぶ市街地が形成されています。 

◆地震等の災害による家屋の倒壊や火災の発生の恐れがあります。 

◆生活道路や汚水処理施設の整備が遅れている箇所があります。 

◇身近な生活道路の改良が課題です。 

◇防災性の向上が課題です。 

◇汚水処理施設の普及促進が課題です。 

 

 ２.地域の現状と課題
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（（１１））地地域域ののままちちづづくくりりのの目目標標  

 

 

  

  

  

（（２２））地地域域ののままちちづづくくりり方方針針  

①①ささんんぶぶのの森森周周辺辺ととＪＪＲＲ日日向向駅駅周周辺辺のの連連携携強強化化とと利利便便性性向向上上にによよるる暮暮ららししややすすいい  

ままちちづづくくりり  

○日常生活の利便性の向上と地域内交流を促進するため、さんぶの森周辺とJR日向駅周辺との 

結びつきを道路及び地域公共交通により維持・強化し、地域交流拠点としての一体性を確保 

します。 

○結びつきの強化策の一環として、（都）雨坪埴谷線をはじめとする都市計画道路についても  

引き続き整備を促進します。 

○さんぶの森公園前の都市計画道路沿道のさんぶの森周辺の地域について、（仮称）さんぶの森

交流センターをはじめとした公共公益施設の充実を図るとともに、日常生活の利便性を高める

商業施設等の誘導や、丘陵住宅地への質の高い住宅の立地を促進します。 

○また、地域コミュニティを育成するため、その中核を担う（仮称）さんぶの森交流センターに

おいて、健康、文化及び交流を軸とした多様な事業を展開します。 

○さらに、同地区については、用途地域が定められていないため、今後「近隣サービス地」    

として、用途地域の指定等により適正な土地利用の規制・誘導を図るとともに、秩序ある道路

沿道景観の形成を図ります。 

○計画的に整備された美杉野地区等の丘陵住宅地においては、地区計画等による敷地の細分化 

防止等により、自然環境と調和した質の高い住環境を維持・創出を図ります。 

○JR日向駅周辺については、山武地域交流拠点の玄関口として、利便性と魅力を高めるため、  

商業機能の形成に併せ、駅前広場及び駅前通りの整備を推進するとともに、駅へのアクセス 

道路等についても検討します。 

○さらに、安全・安心な市街地環境を確保するため、歩道の整備を推進し、併せて、駅構内に   

おけるバリアフリーについて、鉄道事業者に要請していきます。 

 

②②丘丘陵陵地地のの緑緑豊豊かかなな環環境境・・景景観観やや歴歴史史・・文文化化資資産産等等のの地地域域資資源源をを活活かかししたたままちちづづくくりり  

○森林が広がる丘陵部において、緑豊かな自然と魅力的な景観地として、森林、谷津田及び河川

の保全を図るとともに、山武杉等の優れた地域資源を活かした産業の振興やグリーン    

ツーリズム等を推進するため、道路等の都市施設の整備や土地利用の規制・誘導を図ります。 

○谷津田については、湿田に依存した貴重な生物が棲息し、豊かな生態系が形成されていること

から、周辺の里山と一体的に保全を図ります。 

①①ささんんぶぶのの森森周周辺辺ととＪＪＲＲ日日向向駅駅周周辺辺のの連連携携強強化化とと利利便便性性向向上上にによよるる暮暮ららししややすすいいままちちづづくくりり  

②②丘丘陵陵地地のの緑緑豊豊かかなな環環境境・・景景観観やや歴歴史史・・文文化化資資産産等等のの地地域域資資源源をを活活かかししたたままちちづづくくりり  

③③日日向向のの森森ななどどのの森森林林資資源源等等をを活活かかししたたままちちづづくくりり  

④④身身近近なな生生活活環環境境のの維維持持・・改改善善にによよるる安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり  

 ３.地域のまちづくり構想 
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○作田川や境川と豊かな地域資源を結ぶ散策路の整備を促進し、人々が潤い・やすらぎを感じる 

「水と緑のネットワーク」の形成を推進します。 

○作田川、境川については、自然や生態系の保全とともに、親水性※や魅力向上を図るため、  

河川管理者の協力を得ながら、地域住民との協働により、親水空間の創出に取り組んでいき 

ます。 

○山武成東インターチェンジから市街地へのアクセス道路となる（主）成東酒々井線について

は、山武市の個性と魅力を感じる沿道景観づくりを推進します。 

○山武成東インターチェンジ周辺においては、現在、水田と丘陵の地形となっていますが、  

交通利便性が高く、無秩序な開発の恐れがあることから、土地利用の規制・誘導について  

検討します。 

○埴谷地区においては、近隣に豊富にある寺社等の歴史・文化資産や地域資源を活かした   

街づくりを推進します。 

 

③③日日向向のの森森ななどどのの森森林林資資源源等等をを活活かかししたたままちちづづくくりり  

○日向の森を核とした地域資源創造拠点において、周辺の自然環境と調和した土地利用を検討

するとともに、森林資源による新エネルギーの活用等により新たな価値を創造する拠点の 

形成を促進します。 

○また、そのためのアクセス道路の整備についても検討します。 

 

④④身身近近なな生生活活環環境境のの維維持持・・改改善善にによよるる安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり  

○住宅地・集落地内の生活道路について、歩行者の視点に立った生活道路の改良を進めます。 

○また、生活環境の悪化を防止し、農地や自然環境を保全するため、汚水処理施設の普及と適切

な維持管理の推進等により汚水の適正な処理を推進します。 

○災害時に速やかな避難ができるよう幅員の狭い道路の解消や、避難場所となる公園やオープン

スペースの確保を推進します。 

 

 

                             
「親水性」※ 「まちづくり用語集」参照 
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①①位位置置とと地地形形  

◆本地域は市域のほぼ中央部に位置し、JR成東駅とJR松尾駅

周辺及び国道126号沿道を中心として市街地が連担して 

形成されています。 

◆九十九里平野から下総台地に変化する斜面緑地は、この 

地域を特徴づけるものとなっています。 

◆地域内を二級河川の木戸川と作田川、境川が流れています。 

 

②②人人  口口  

◆平成17年現在の人口は、18,113人（市全体に対する割合

29.5％））で、平成7年～17年には1.5％減少（市平均約4％

増加）しています。 

◆高齢化率は、23.5％と市平均（約21％）に比べ若干高く  

なっています。 

◆平成17年現在の世帯数は、6,528世帯（市全体に対する  

割合30.7％）で、平成7年～17年で約15％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③主主なな施施設設  

◆JR成東駅及びJR松尾駅周辺には、市役所・松尾出張所をはじめ、保健福祉施設、コミュニティ   

施設及び文化施設等の公共公益施設が集積しています。 

◆また､国道126号沿道には､ロードサイド型の商業施設や大規模商業施設が立地し､その後背地に

住宅地が広がっています。 

【市街地地域の位置】 

 １.地域の概況 

【【 市市 街街 地地 地地 域域 】】  

18,415 18,638 18,133

5,642 6,185 6,528
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市街地地域の高齢化と少子化の状況
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④④交交  通通  

◆広域幹線道路としては、千葉東金道路及び国道126号が通っています。幹線道路としては、 

（主）千葉八街横芝線、（主）松尾蓮沼線、（主）成田松尾線及び（主）成東酒々井線等が     

通っています。地域の北側には、千葉東金道路の松尾横芝インターチェンジがあります。 

◆公共交通機関としては、JR総武本線とJR東金線が通り、JR成東駅及びJR松尾駅があります。   

JR成東駅を中心に路線バスが運行されており、JR成東駅近くには東京・千葉方面とを結ぶ高速

バスが通っています。また、JR松尾駅近くには、成田空港と蓮沼方面を結ぶ空港シャトルバス

が通っています。 

 

⑤⑤主主なな地地域域資資源源  

◆自然資源：成東・東金食虫植物群落、谷津田、作田川、境川、木戸川 

◆歴史・文化資源：歴史民俗資料館、伊藤左千夫の生家・記念公園、浪切不動院、大堤権現塚   

古墳、浅間神社、金刀比羅神社 

◆レクリエーション資源：成東城跡公園、松尾運動公園 

 

 
【成東城跡公園からの眺望】 

【空港シャトルバス】 
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①①JJRR成成東東駅駅及及びびJJRR松松尾尾駅駅周周辺辺のの土土地地利利用用  

◆本地域は、JR成東駅と市役所周辺及びJR松尾駅と松尾出張所周辺において、公共公益施設や   

サービス施設等が集積しています。 

◆しかし、駅の乗降客は減少傾向にあり、駅周辺において、商業地の衰退や駐車場への土地利用  

転換も見られる等、人口減少・高齢化と賑わいの低下が進んでいます。 

◆JR松尾駅南側は、近年、松尾ＩＴ保健福祉センター、空港シャトルバスの乗り入れ、商業施設の

立地等が進んでいます。 

◇駅の交通結節機能や駅周辺における既存都市施設の活用等による地域の活性化や定住促進が 

課題です。 

◇JR松尾駅の南北に分散する公共公益施設や商業施設について、連続的・一体的な利用が図られる

ような環境整備が課題です。 

 

②②広広域域幹幹線線道道路路等等道道路路交交通通アアククセセスス  

◆本地域には、圏央道の一部である千葉東金道路が通り、成田空港に近接する松尾横芝インター 

チェンジを有します。 

◆また現在、圏央道の建設が進められており、将来は成田空港と羽田空港を結びます。 

◇地域の活性化を図り、就業の場を創出するためにも、成田空港等へのアクセス性に恵まれた立地

条件・交通条件を活かしたまちづくりが求められています。 

◇広域幹線道路である国道126号や幹線道路である都市計画道路の道路ネットワークについても、

地域内外の連携を強化するため、整備促進を図る必要があります。 

 

③③自自然然環環境境やや歴歴史史・・文文化化施施設設等等のの地地域域資資源源  

◆本地域には、作田川、境川及び木戸川が流れており、市街地内において、潤い空間を提供して

います。また、成東城跡公園や浪切不動院、伊藤左千夫の生家・記念公園、浅間神社等歴史・   

文化施設が身近に見られます。 

◇これらを活用することにより、地域の魅力を高める風情のあるまちづくりが望まれます。 

 

④④国国道道112266号号沿沿道道のの賑賑わわいいとと地地域域のの景景観観  

◆都市連携軸となる国道126号沿道には、ロードサイド型の商業施設をはじめとして、様々な   

サービス施設が立地し、賑わいが形成されています。 

◆しかし、色・デザインが派手な広告や看板等により、一部の沿道景観が損なわれています。 

◇今後は、秩序ある沿道景観の形成が望まれます。 

 

⑤⑤身身近近なな生生活活環環境境等等  

◆地域内には、幅員の狭い生活道路が多く見られます。 

◆地震等の災害によるがけ崩れや火災等の発生の恐れがあります。 

◆市街地における汚水処理施設の整備は、充分に進んでいる状況ではありません。 

◇身近な生活道路の改良が課題です。 

◇防災性の向上が課題です。 

◇汚水処理施設の普及促進が課題です。 

 ２.地域の現状と課題
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（（１１））地地域域ののままちちづづくくりりのの目目標標  

 

 

  

  

  

  

  

（（２２））地地域域ののままちちづづくくりり方方針針  

①①既既存存ササーービビスス施施設設のの集集積積とと駅駅のの交交通通結結節節機機能能をを活活かかししたた歩歩いいてて暮暮ららせせるるままちちづづくくりり  

○JR成東駅周辺から市役所に至る国道126号沿道を含む地区及びJR松尾駅周辺地区について、 

それぞれ成東地域交流拠点及び松尾地域交流拠点の育成を図ります。 

○JR成東駅南側から市役所周辺にかけての市街地については、駅前広場の整備を進めるととも

に、既存の公共公益施設、商業施設の充実等により賑わいの再生を図り、行政の中心地に  

ふさわしい多様な交流が展開する土地利用を誘導します。また、さんむ医療センターと   

市役所の南側において、さんむ医療センターへの国道の迂回道路の整備を検討します。 

○JR成東駅北側については、歩いて暮らせる街の形成の一環として、土地利用のニーズや実現

可能性等を踏まえ、農地との調和に配慮しながら、都市の魅力や日常生活の利便性を高める  

土地利用を検討します。 

○JR松尾駅北側については、既存の公共公益施設、商業施設及び教育施設の維持と活用を図り、

コミュニティの育成や日常生活の利便性を高める土地利用を促進します。また、（都）大堤

松尾線及びその沿道の整備については、通学路や沿道商業地の形成等の地区の実情を踏まえ、

地域住民の協力を得ながら検討します。 

○JR松尾駅南側については、空港シャトルバスのバス停の設置と併せ、松尾ＩＴ保健福祉   

センター等の公共公益施設の活用を検討します。 

○また、空港シャトルバスの停留所周辺について、土地利用のニーズや実現可能性等を踏まえ、

農地との調和に配慮しながら、土地利用を検討します。 

○JR成東駅南北地区及びJR松尾駅南北地区の街づくりについては、地区の実情を踏まえ、地区

関係者との協働により、整備のあり方、計画及び手法等を検討するとともに、総合的かつ  

継続的な実施に向けた取り組みを推進します。併せて、南側と北側の一体的な土地利用が  

図られるよう配慮します。 

○JR成東駅及びJR松尾駅の駅前広場や駅前通りにおいては、誰もが円滑に交通機関への乗換え

を行えるように、歩道の設置や歩道の段差解消等を推進します。併せて、駅構内における  

バリアフリーを鉄道事業者に要請します。 

○また、海外からの観光客にも配慮した多言語による観光案内等により、観光客等が円滑に  

回遊できるサインの充実を図ります。 

 

①①既既存存ササーービビスス施施設設のの集集積積とと駅駅のの交交通通結結節節機機能能をを活活かかししたた歩歩いいてて暮暮ららせせるるままちちづづくくりり  

②②広広域域幹幹線線道道路路やや成成田田空空港港へへののアアククセセスス性性をを活活かかししたた活活力力ののああるるままちちづづくくりり  

③③河河川川のの水水辺辺空空間間やや歴歴史史･･文文化化施施設設をを歩歩いいてて巡巡るるここととががででききるる風風情情とと魅魅力力ののああるるままちちづづくくりり  

④④国国道道112266号号沿沿道道ののササーービビスス機機能能のの充充実実とと秩秩序序ああるる景景観観がが形形成成さされれたたままちちづづくくりり  

⑤⑤身身近近なな生生活活環環境境のの維維持持・・改改善善にによよるる安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり 

 ３.地域のまちづくり構想 
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②②広広域域幹幹線線道道路路やや成成田田空空港港へへののアアククセセスス性性をを活活かかししたた活活力力ののああるるままちちづづくくりり  

○松尾横芝インターチェンジ周辺において、産業交流拠点として、物流機能をはじめとして  

成田空港の後方支援機能、新エネルギー関連産業を含む最先端技術産業等の産業立地を誘導

し､新たな就業の場の創出を図ります。 

○混雑状況の著しい国道126号については、都市計画道路の計画区間の整備を促進します。 

○広域幹線道路とともにネットワークを構成する都市計画道路については、将来の交通需要や

地域の状況等を踏まえながら、整備促進を図ります。 

○その他幹線道路については、道路交通の円滑化と歩行者の安全性を確保するため、付加車線

の設置等の交差点改良や歩道の設置を促進します。 

○山武成東インターチェンジ及び松尾横芝インターチェンジから既成市街地へのアクセス道路

となる（主）成東酒々井線及び（主）成田松尾線については、山武市の個性と魅力を感じる

景観づくりを推進します。また､（県）成東鳴浜線､（主）松尾蓮沼線については、沿道の    

田園景観を背景として、来訪者が地域の自然と心地よい風を感じることのできる景観づくり

を進めます。 

  

③③河河川川のの水水辺辺空空間間やや歴歴史史・・文文化化施施設設をを歩歩いいてて巡巡るるここととががででききるる風風情情とと魅魅力力ののああるる  

ままちちづづくくりり  

○作田川、境川及び木戸川と地域内の豊かな地域資源を結ぶ「水と緑のネットワーク」の形成を  

推進します。 

○地域内に豊富に存在する地域資源の保全を図るとともに、「水と緑のネットワーク」の形成を

通じて、それらを歩いて巡ることができる散策路を整備することにより、風情と魅力のある  

街づくりを進めます。 

○作田川、境川、木戸川については、自然や生態系の保全とともに、親水性や魅力向上を図る  

ため、河川管理者の協力を得ながら、地域住民との協働により、親水空間の創出に取り組んで   

いきます。 

○市街地内においては、公共施設や民有地の緑化を図り、魅力的な景観づくりを推進します。 

○斜面林については、防災性の向上と併せて、景観資源として保全・活用を図ります。 

  

④④国国道道112266号号沿沿道道ののササーービビスス機機能能のの充充実実とと秩秩序序ああるる景景観観がが形形成成さされれたたままちちづづくくりり  

○国道126号沿道において、良好な市街地環境の形成に向け、都市計画道路の計画区間の整備を

促進するとともに沿道サービス機能等の土地利用の適正な規制・誘導を図ります。 

○成東地域交流拠点の国道126号沿道においては、駅周辺地区と連携し、商業業務機能の集積を

図ります。 

○宮前地区における国道126号と旧道の間の地区においては、既存の商業施設や周辺土地利用と

の調和を図りながら、用途地域や地区計画等による秩序ある土地利用の規制・誘導について

検討します。 

○国道126号沿道においては、建物の意匠や建て方、看板・広告物に対する色彩、デザイン、   

大きさ及び内容等に関するルールづくりについて検討するとともに、電線類の地中化、道路



第３章 地域別構想 

３－２ 地域別まちづくり方針【市街地地域】 

 - 77 -

植栽等により、自然と調和した秩序ある沿道景観の創出を推進します。 

○九十九里平野から下総台地に地形が変化する斜面緑地については、連続した緑の空間として

山武市を特徴づける線的なランドマークとなっており、地域の緑の豊かさを示す代表的な 

景観となっていることから、防災上の整備を図るとともに、斜面緑地の維持・再生を図り、

地域固有の景観を保全します。 

○また、斜面緑地周辺に点在する自然資源や歴史・文化資源についても、その保全と活用を  

図ります。 

 

⑤⑤身身近近なな生生活活環環境境のの維維持持・・改改善善にによよるる安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり  

○住宅地・集落地内の生活道路について、歩行者の視点に立った生活道路の改良を進めます。 

○また、生活環境の悪化を防止し、農地や自然環境を保全するため、汚水処理施設の普及と適切

な維持管理の推進等により汚水の適正な処理を推進します。 

○災害時に速やかな避難ができるよう幅員の狭い道路の解消や、避難場所となる公園やオープン

スペースの確保を推進します。  
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①①位位置置とと地地形形  

◆本地域は市域の南側に位置し、九十九里平野となって  

います。 

◆さらに、格子状に通る道路の沿道集落地等とその道路に 

囲まれた農地からなる地形となっています。 

 

②②人人  口口  

◆平成17年現在の人口は、11,640人（市全体に対する割合

19.0％）で、平成７年～17年で約10％増加しています。 

◆高齢化率は、市平均（約21％）とほぼ同じ20.1％となって

います。 

◆平成17年現在の世帯数は、3,974世帯（市全体に対する  

割合18.7％）で、平成７年～17年で約30％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③主主なな施施設設  

◆地域の中央部には、野球場や陸上競技場等が整備された成東総合運動公園があります。 

◆地域の西側に成東工業団地、ほぼ中央に松尾工業団地が整備されています。 

 

④④交交  通通  

◆幹線道路として、（主）松尾蓮沼線、（県）成東鳴浜線及び東金市とを結ぶ（県）緑海東金線

が南北方向に通り、東西方向に広域農道が整備されています。（県）成東鳴浜線は路線バスが

運行されています。 

【田園地域の位置】 

【【 田田 園園 地地 域域 】】  

 １.地域の概況 
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⑤⑤主主なな地地域域資資源源  

◆自然資源：田園、木戸川、作田川 

◆歴史・文化資源：槇の生垣や屋敷林 

◆レクリエーション資源：成東総合運動公園 

 

 

 

【槇の生垣や屋敷林】 

【広がりのある田園】 
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①①田田園園地地域域のの土土地地利利用用  

◆本地域は、田園に広く分布する集落と市街地から構成されます。 

◆市街地は、成東地区の（県）成東鳴浜線沿いに形成され、その一部に成東工業団地があり、松尾

地区には松尾工業団地が形成されています。 

◇広く散在する集落と農地との調和が課題です。 

◇工業地は、工業団地の操業環境の充実とともに周辺環境との調和が望まれます。 

 

②②自自然然環環境境・・景景観観  

◆広大な田園と点在する屋敷林は、九十九里平野の原風景として、国内外に誇ることができる地域 

固有の魅力的な景観を形成しています。 

◆本地域には木戸川、作田川等において良好な水辺空間が形成されています。 

◇近年その優れた自然環境・景観が、耕作放棄地やミニ開発等により損なわれつつあることから、

農地の保全と田園景観の保全が課題です。 

◇水辺空間の保全・活用が課題です。 

 

③③核核ととななるる都都市市施施設設  

◆地域のほぼ中央に成東総合運動公園が整備され、スポーツ等の活動が盛んに行われています。 

◆成東総合運動公園へアクセスする道路・交通機能が不十分となっています。 

◇成東総合運動公園を更なる地域の活性化に資するための機能の充実が課題です。 

◇成東総合運動公園の活用促進に向け、地域公共交通の導入を含めた道路交通ネットワークの形成

が課題です。 

 

④④身身近近なな生生活活環環境境等等  

◆住宅が形成されている地区では、生活道路の幅員が充分でない箇所も見られます。 

◆地震等の災害による家屋の倒壊や火災等の発生の恐れがあります。 

◆本地域は、田園に集落が分散しており、農業排水路や河川への生活雑排水の流入による水質悪化

が懸念されます。 

◇身近な生活道路の改良が課題です。 

◇防災性の向上が課題です。 

◇汚水処理施設の普及促進の推進が課題です。 

 ２.地域の現状と課題
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（（１１））地地域域ののままちちづづくくりりのの目目標標  

 

 

 

 

 

  

（（２２））地地域域ののままちちづづくくりり方方針針  

①①豊豊かかなな田田園園環環境境とと河河川川のの水水辺辺空空間間をを活活かかししたた潤潤いいののああるるままちちづづくくりり  

○田園と屋敷林について、それらの保全を図り後世に引き継いでいくとともに、観光資源として

の活用を図ります。 

○市民が潤い・やすらぎを感じられるよう、成東総合運動公園へのアクセス道路や河川を結ぶ 

「水と緑のネットワーク」の形成を推進します。 

○地域交流ネットワークを構成する（主）松尾蓮沼線と（県）成東鳴浜線の広域農道の南側に  

ついては「海や季節を感じる景観づくり」、（主）松尾蓮沼線と（県）成東鳴浜線の広域農道

の北側や広域農道については沿道に広がる田園景観を背景とした「地域の自然・風を感じる 

景観づくり」を検討します。  

○木戸川、作田川については、自然や生態系の保全とともに、親水性や魅力向上を図るため、  

河川管理者の協力を得ながら、地域住民との協働により、親水空間の創出に取り組んでいき 

ます。 

  

②②集集落落地地のの住住環環境境、、自自然然環環境境及及びび工工業業環環境境がが調調和和ししたた落落ちちつつききののああるるままちちづづくくりり  

○白幡地区の住宅地において、都市計画道路等の整備により、成東工業団地の工業環境と調和 

した安全で快適に暮らすことができる住環境の形成を図ります。 

○地域内の成東工業団地、松尾工業団地の工場集積地においては、立地する企業の操業環境の 

充実を図るとともに、敷地内の緑化促進等により、近隣への騒音、震動及び臭気等の対策を  

促進し、周辺の住環境及び自然環境との調和を図ります。 

 

③③成成東東総総合合運運動動公公園園をを憩憩いいややふふれれああいいのの場場ととししてて活活かかししたたままちちづづくくりり  

○地域のほぼ中央部に位置する成東総合運動公園について、地域の交流促進と、地域住民のみ 

でなく市民全体のための健康づくりの拠点として、更なる機能の充実を図ります。 

○また、災害時に地域の災害対策活動の拠点となる施設として、防災機能の強化を図ります。 

○（主）松尾蓮沼線、（県）成東鳴浜線及び（都）板附本須賀納屋線については、成東地域交流

拠点、松尾地域交流拠点及び蓮沼地域交流拠点を円滑に連絡する地域交流ネットワークとして

整備を推進し、併せて、地域内外から成東総合運動公園への連絡を円滑にする「地域内連絡軸

（道路、地域公共交通）」の整備についても推進します。 

 ３.地域のまちづくり構想 

①①  豊豊かかなな田田園園環環境境とと河河川川のの水水辺辺空空間間をを活活かかししたた潤潤いいののああるるままちちづづくくりり  

②②集集落落地地のの住住環環境境、、自自然然環環境境及及びび工工業業環環境境がが調調和和ししたた落落ちちつつききののああるるままちちづづくくりり  

③③成成東東総総合合運運動動公公園園をを憩憩いいややふふれれああいいのの場場ととししてて活活かかししたたままちちづづくくりり  

④④身身近近なな生生活活環環境境のの維維持持・・改改善善にによよるる安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり  
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④④身身近近なな生生活活環環境境のの維維持持・・改改善善にによよるる安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり  

○住宅地・集落地内の生活道路について、歩行者の視点に立った生活道路の改良を進めます。 

○また、汚水による生活環境の悪化を防止し、農地や自然環境を保全するため、汚水処理施設の

普及と適切な維持管理の推進等により汚水の適正な処理を推進します。 

○災害時に速やかな避難ができるよう幅員の狭い道路の解消や、避難場所となる公園やオープン

スペースの確保を推進します。 

 

 

 

【成東・東金食虫植物群落】 
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①①位位置置とと地地形形  

◆本地域は市域の南部に位置し、九十九里浜と九十九里平野

からなっています。 

◆県立九十九里自然公園地域に指定されている白砂青松の

九十九里浜があり、貴重な自然環境に恵まれています。 

◆地域を東西に通る道路の沿道集落地等と農地が交互に 

織り成す地形となっています。 

 

②②人人  口口  

◆平成17年現在の人口は、11,358人（市全体に対する割合

18.5％）であり、平成7年～17年の人口増減はほとんど  

ありません。 

◆高齢化率は、24.3％と市平均（約21％）に比べ若干高く  

なっています。 

◆平成17年現在の世帯数は、3,809世帯（市全体に対する  

割合17.9％）で、平成7年～17年で約16％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③主主なな施施設設  

◆九十九里浜は海水浴場となっており、隣接して蓮沼海浜公園が整備されています。（主）飯岡

一宮線及び（主）飯岡一宮線バイパス沿道には、ホテル・民宿等の宿泊施設や貸別荘等が    

比較的多く分布しています。 

◆蓮沼出張所周辺には、道の駅「オライはすぬま」、中央公民館及び保健センター等の      

コミュニティ施設が集積しています。 

【【海海 浜浜 地地 域域】】  

【海浜地域の位置】 

11,307 11,639 11,358

3,292 3,645 3,809
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15歳未満 65歳以上

海浜地域の高齢化と少子化の状況 

平成７年 平成12年 平成17年
平成７年 平成12年 平成17年

 １.地域の概況 
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④④交交  通通  

◆幹線道路として、東西方向の（主）飯岡一宮線及び（県）飯岡片貝線並びに南北方向の    

（主）松尾蓮沼線及び（県）成東鳴浜線が骨格を形成しています。これらには路線バスが通り、   

（主）松尾蓮沼線には、成田空港を結ぶ空港シャトルバスが運行されています。 

 

⑤⑤主主なな地地域域資資源源  

◆自然資源：九十九里浜（白砂青松）、木戸川及び堤防の景観 

◆歴史・文化資源：屋敷林や槇の生垣、寺社の森 

◆レクリエーション資源：蓮沼海浜公園、道の駅「オライはすぬま」 

 

 

【蓮沼海浜公園】 

【海水浴で賑わう九十九里浜】 
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①①海海浜浜地地域域のの土土地地利利用用  

◆九十九里浜は、広大な砂浜、松林等国内外に誇れる自然環境と景観があり、海水浴やサーフィンの

レジャーが盛んです。 

◆九十九里浜に隣接する蓮沼海浜公園にはプールのほか、多様な遊戯施設や宿泊施設もあります。 

◆（主）飯岡一宮線バイパス沿道には、ホテル・民宿等の宿泊施設や貸別荘等が比較的多く分布  

しています。 

◆海浜地域の賑わいは夏季が中心となっています。 

◆九十九里浜沿岸の（主）飯岡一宮線バイパス沿道は、観光客が九十九里浜を間近に感じることの

できる空間です。 

◆（県）成東鳴浜線及び(主）松尾蓮沼線は､千葉東金道路のインターチェンジや国道126号から   

九十九里浜沿岸への南北の幹線道路となります。 

◆九十九里浜には、ウミガメの生息やハマヒルガオの群生が確認される箇所があります。 

◆木戸川は、地域住民に親しまれている空間となり、多様な動植物が生息しています。 

◇九十九里浜沿岸の地域資源を活かし、年間を通した観光誘客が課題です。 

◇来訪者が九十九里浜の雰囲気を体感できる沿道景観の形成が望まれます。 

◇多様かつ貴重な生物が生息する河川・海岸の保全が望まれます。 

 

②②蓮蓮沼沼出出張張所所、、道道のの駅駅「「オオラライイははすすぬぬまま」」周周辺辺のの既既存存公公共共公公益益施施設設とと交交通通  

◆道の駅「オライはすぬま」周辺には、蓮沼出張所、公民館及び保健センター等の公共公益施設が   

集積しています。 

◆道の駅「オライはすぬま」には地域の特産物販売所や休憩所等があり、年間延べ約100万人の来客

があります。 

◆現在、成田空港への空港シャトルバスが乗り入れており、利用者も増加し、海外からの観光客も

見受けられます。 

◆一方で、路線バスの運行本数が少なく、ほとんどの観光客が自家用車を利用しています。 

◇既存公共公益施設と地域公共交通を活かした地域コミュニティの維持向上が課題です。 

◇道の駅「オライはすぬま」や空港シャトルバスを活かした観光・レジャー客の増加及び来訪者と 

地域住民との交流の促進が課題です。 

 

③③住住環環境境とと農農地地  

◆（主）飯岡一宮線及び（県）飯岡片貝線の沿道には、住宅と農地が入り組みながら混在し、     

市街地や集落が形成されています。 

◆耕作放棄地が増加しつつあります。 

◇住環境と農地との調和が課題です。 

◇耕作放棄地の活用が望まれます。 

 ２.地域の現状と課題
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④④身身近近なな生生活活環環境境等等  

◆（主）飯岡一宮線、（県）飯岡片貝線沿道の市街地において、生活道路の幅員が充分でない箇所

が見られます。 

◆地震による家屋の倒壊や火災及び津波発生の恐れがあります。 

◆（主）飯岡一宮線、（県）飯岡片貝線の沿道の市街地や集落からの生活雑排水の農業排水路や   

河川への流入による水質悪化が懸念されます。 

◇身近な生活道路の改良が課題です。 

◇防災性の向上が課題です。 

◇汚水処理施設の普及促進が課題です。 

 

 

 

 

 

【九十九里浜のハマヒルガオ】 
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（（１１））地地域域ののままちちづづくくりりのの目目標標  

 

 

  

  

  

  

  

  

（（２２））地地域域ののままちちづづくくりり方方針針  

①①海海浜浜・・リリゾゾーートト交交流流拠拠点点のの環環境境・・景景観観ややレレククリリエエーーシショョンン施施設設等等のの地地域域資資源源をを    

活活かかししたたままちちづづくくりり  

○海浜・リゾート交流拠点において、海と緑に囲まれた風格のある海浜・リゾート地として、  

既存の蓮沼海浜公園等の地域資源を活用し、通年型の観光を育成するとともに、自然環境との

調和のもと、適正な土地利用と景観の形成等により魅力向上を図ります。 

○都市機能や公共サービスの集積する蓮沼地域交流拠点と連携しながら、魅力と活力のある拠点

づくりを推進します。 

○白砂青松等の豊かな自然と優れた景観については、保全と活用を基本として後世に引き継いで 

いきます。 

○圏央道等の広域幹線道路とネットワークを形成する（都）木戸浜本須賀納屋線及び（都）蓮沼

公園線（（主）飯岡一宮線バイパス）については、海浜・リゾート交流拠点の骨格道路を形成   

するとともに、圏央道の全線開通や東京湾アクアラインの波及効果を受け止めるため、整備を

促進します。 

○（主）松尾蓮沼線及び（県）成東鳴浜線については、（主）飯岡一宮線バイパスと一体となり

人々を引きつける個性と魅力ある景観づくりの一環として、周辺地域との調和を図りながら、

市民との協働により来訪者が海や季節を感じることのできる沿道景観づくりを進めます。 

○九十九里海岸のレクリエーション景観や貴重な動植物の保全のため、砂浜の維持・保全に  

努めます。 

○市民や来訪者が潤い・やすらぎを感じられるような地域の魅力向上を図るため、木戸川を  

はじめとして、海浜・リゾート交流拠点や幹線道路等を結ぶ「水と緑のネットワーク」の形成

を推進します。 

○木戸川については、自然や生態系の保全とともに、親水性や魅力向上を図るため、河川管理者

の協力を得ながら、地域住民との協働により、親水空間の創出に取り組んでいきます。 

①①海海浜浜・・リリゾゾーートト交交流流拠拠点点のの環環境境・・景景観観ややレレククリリエエーーシショョンン施施設設等等のの地地域域資資源源をを活活かかししたたままちち

づづくくりり  

②②蓮蓮沼沼出出張張所所、、道道のの駅駅周周辺辺ををココミミュュニニテティィ拠拠点点ととしし、、地地域域住住民民やや観観光光客客がが集集いい交交流流すするる賑賑わわいい

ののああるるままちちづづくくりり  

③③（（主主））飯飯岡岡一一宮宮線線沿沿道道のの住住環環境境とと周周辺辺農農地地ととのの調調和和がが保保たたれれたたままちちづづくくりり  

④④身身近近なな生生活活環環境境のの維維持持・・改改善善にによよるる安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり  

 ３.地域のまちづくり構想 
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②②蓮蓮沼沼出出張張所所、、道道のの駅駅周周辺辺ををココミミュュニニテティィ拠拠点点ととしし、、地地域域住住民民やや観観光光客客がが集集いい交交流流  

すするる賑賑わわいいののああるるままちちづづくくりり  

○歩いて暮らせる街づくりに向けて、蓮沼出張所、道の駅「オライはすぬま」周辺の近隣     

サービス地において、既存施設を活かした地域交流拠点の形成を推進します。 

○また、海浜リゾート交流拠点を訪れる人々への観光情報等の情報発信機能、公共公益機能及び

商業機能等の充実により、拠点性を高め、地域住民の利便性向上と観光客の増加を図ります。 

○併せて、海浜・リゾート交流拠点と地域資源等地域の実情を踏まえ、地域住民との協働により、

地域の活性化に向けた継続的な取り組みを推進します。 

○道路・交通体系については、地域住民や観光客が鉄道駅や他の地域交流拠点へ移動する際の  

交通機関となる空港シャトルバスや地域公共交通の交通ターミナル機能の導入を図ります。 

○さらに、地域交流ネットワークと補完し、蓮沼地域交流拠点に集約した生活サービス機能   

について、周辺の集落から利用しやすくするため、蓮沼地域交流拠点、海浜リゾート交流拠点

及び集落地等を連絡する「地域内連絡軸」を位置づけ、地域公共交通の活用を検討します。 

 

③③（（主主））飯飯岡岡一一宮宮線線沿沿道道のの住住環環境境とと周周辺辺農農地地ととのの調調和和がが保保たたれれたたままちちづづくくりり  

○（主）飯岡一宮線沿道の住宅地や（主）飯岡一宮バイパス沿道において、観光やレジャーに   

対応する別荘や民宿等の土地利用の形成を促進するとともに、周辺の農地を保全します。 

○屋敷林、槇の生垣及び田園等の豊かな自然と優れた景観については、保全と活用を基本として 

後世に引き継いでいきます。 

○増加しつつある耕作放棄地については、優れた田園景観の保全と観光客を誘導する手段の一つ

として、市民農園、観光農園等としての活用を促進します。 

  

④④身身近近なな生生活活環環境境のの維維持持・・改改善善にによよるる安安全全・・安安心心ななままちちづづくくりり  

○住宅地・集落地内の生活道路について、歩行者の視点に立った生活道路の改良を進めます。 

○また、汚水による生活環境の悪化を防止し、農地や自然環境を保全するため、汚水処理施設の

普及と適切な維持管理の推進等により汚水の適正な処理を推進します。 

○災害時に速やかな避難ができるよう幅員の狭い道路の解消や、避難場所となる公園やオープン

スペースの確保を推進します。 

○津波対策として、「山武市地域防災計画」に基づき、津波被害の軽減を図るとともに、関係   

機関と協力して避難対策等を推進します。 
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第第４４章章  都都市市づづくくりりのの実実現現にに向向けけてて  
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４４－－１１  都都市市づづくくりりのの実実現現にに向向けけたた基基本本的的なな考考ええ方方  

１１．．都都市市整整備備にに関関すするる個個別別計計画画のの策策定定のの推推進進  

全体構想、地域別構想で示した都市づくりの基本的な方針について、具体化を図るため、都市

整備に関する部門別計画及び関連計画の策定を推進します。 

また、地域・地区レベルの街づくりにあたっては、都市計画の決定・変更及び事業の実施に   

ついて、市民の意向を反映しながら、市民との協働により進めていくものとします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

全体構想 

●都市の将来像 

●部門別整備構想 

①土地利用に関する基本方針 

②地域交流拠点に関する基本方針 

③道路・交通体系に関する基本方針

④公園・緑地に関する基本方針 

⑤景観に関する基本方針 

⑥環境に関する基本方針 

⑦防災に関する基本方針 

地域別構想 

 

①丘陵地域 

 

②市街地地域 

 

③田園地域 

 

④海浜地域 

全体構想に基づく 

部門別計画及び関連計画 

①土地利用計画 

（用途地域の変更等） 

②施設計画 

（都市計画道路の変更等） 

③公共交通計画 

④緑の基本計画 

⑤景観計画 

⑥環境基本計画 

⑦地域防災計画 

⑧住宅マスタープラン 等 

地域・地区レベルの 

街づくりに関する計画 

 

○用途地域等の地域地区 

 

○地区計画 

 

○景観地区 

 

○都市計画道路 

 

○都市計画公園 

 

等 

山武市都市計画マスタープラン 
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２２．．市市民民協協働働にによよるるままちちづづくくりりのの推推進進  

（（１１））パパーートトナナーーシシッッププのの構構築築  

それぞれの地域の実情や問題点・課題をよく把握しているのは市民であり、まちづくりに   

対するきめ細かい対応ができるのも市民です。また、まちづくりは、市民同士の話し合いに   

よって円滑に進むものです。 

こうしたことから、まちづくりを進めていくうえでは、行政が中心となるのではなく、市民が

主体性と独自性をもって積極的に取り組んでいくことが必要です。 

そこで、「自分たちのまちは自分たちの意思でつくる」という意識を持ち、市民と行政が    

それぞれの役割を再認識し、理解し、協力し合うパートナーシップにより、まちづくりを進めて

いくことを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働によるまちづくり 

～パートナーシップ～ 

市民の役割 

①居住者の役割 

○居住者は、自分の住まいのことだけ

でなく周辺に配慮する等、自ら

できることを主体的に進めていく

とともに、地域のまちづくりに

積極的に参加し、地域をよりよく

するために考え、行動し、まち

づくりを担っていくこととします。

 

②民間事業者及びNPO等の役割 

○民間事業者及びNPO等は、「山武市

都市計画マスタープラン」の実現を

図るため、「全体構想」「地域別

構想」の考え方を尊重し、地域貢献

の視点をもって、地域の一員として

まちづくりに積極的に参加・協力

し、社会的役割を果たすことと

します。 

 

③地権者の役割 

○地権 者 は、「 山 武市都 市 計画

マスタープラン」の実現のため、

地域のまちづくりに貢献すること

とします。 

行政の役割 

○行政は、「山武市都市計画マスター

プラン」に基づいたまちづくりを推進

するため、市民に必要なまちづくりの

情報を提供し、地域の問題点や課題、

その解決方法を提起し、市民が考える

まちづくりを進める役割を担うものと

します。 

○そのため、職員一人ひとりが市民の

視点にたち、迅速かつ的確に対応して

いくものとします。 

○また、国や千葉県の協力や隣接都市  

との調整、交通管理者、鉄道事業者、

民間事業者、大学及びＮＰＯ等との

連携・協力を進めていくものとします。

○さらに、都市づくりの実現に向けた

各種事業の実施においては具体的な

プログラムの策定により、計画的に

事業を推進し、行政評価における計画

（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、

改善（Act）のサイクルにより、施策や

事業の見直し等を行い、これまで以上

に効率性を評価し、効果的な運営を図

っていくものとします 
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（（２２））市市民民参参画画をを促促すす支支援援  

市民の都市づくりへの参画を促すため、行政がそれぞれの役割に基づいて、市民が地域のこと

を「知り」、都市づくりを「学び」、「考え」、「実践」していく必要があります。 

そのため、行政は市民に対して、必要となる情報を積極的に公開し、市民が都市づくりに   

対する意識や興味が高まるよう取り組みを進めていくものとします。 

その手段として、以下の４つの段階において、必要な支援等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市づくりを 

『知る』 

都市づくりを 

『学ぶ』 

都市づくりを 

『考える』 

都市づくりを 

『実践する』 

「広報さんむ」、「山武市ホームページ」等を

活用して、都市づくりに関する情報を積極的に

提供 

市民が都市づくりを学習する機会の提供や考える

きっかけづくり 

（勉強会・懇談会の開催等） 

市民主導で都市づくりについて考える「まち

づくり協議会」等の組織の立上げ及び活動の支援

整備手法の検討、都市づくりへの協力等による

協働のまちづくりの実践 
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（（３３））市市民民協協働働型型ののままちちづづくくりり制制度度のの活活用用  

市民と協働のまちづくりの実践に向けて、パートナーシップの構築や市民参画の促進により、

以下に示す都市計画法に基づく制度や千葉県の条例に基づく制度等を活用していきます。 

また、「市民参加条例」、「まちづくり条例」等、さらに地域の実情に即した協働のまち     

づくりの取り組みを推進する制度の検討を行います。 

  

「「地地区区計計画画」」…都市計画法に基づき、建築物の用途や形態・意匠の制限、容積率の最高限度・

最低限度、建ぺい率制限、敷地面積の最低限度、建物高さの最高限度・最低

限度、壁面の位置及び外壁後退を含めることができます。また、計画決定の

主体が市町村であり、地区の実情に応じたきめ細かいまちづくりが期待  

できます。 

【まちづくりの手法の例 －地区計画で定めることができる内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省ホームページより）  

  

「「建建築築協協定定制制度度※※」」…建築基準法に基づき、住宅地としての環境又は商店街としての利便を

高度に維持増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内に  

おける建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に   

関する基準を協定することができます。 

 

「「都都市市計計画画提提案案制制度度」」  

…市民自らが都市計画の決定や変更の提案を行います。 

 

「「千千葉葉県県道道路路アアダダププトトププロロググララムム」」「「千千葉葉県県河河川川海海岸岸アアダダププトトププロロググララムム」」  

…千葉県が管理する道路や河川・河岸について地域住民との協働・連携による清掃・

美化活動等を行います。 

 

「「千千葉葉県県里里山山のの保保全全、、整整備備及及びび活活用用のの促促進進にに関関すするる条条例例」」 

…県民、里山活動団体、里山の所有者が協働して里山の保全、整備や活用を図ります。 

                             
「建築協定制度」※ 「まちづくり用語集」参照 
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「「市市民民参参加加条条例例」」「「ままちちづづくくりり条条例例」」  

…前述の手法や制度を補完し、地域の実情に一層対応するため、地域住民による任意

のまちづくり協定の制定に向けた支援等も必要になってくると考えられます。全国

的にも「市民参加条例」、「まちづくり条例」等の制定が進んでいます。 

 

「「ままちちづづくくりりトトララスストト」」  

…市民との協働による都市づくりを進め、積極的かつ主体的な参加を促し、市民の  

自主的な活動を支援するため、まちづくり協議会等の運営資金について、企業や  

団体、個人の篤志家からの寄付金を募り、基金として運用し、その運用益で市民の

自主的なまちづくり活動を資金面での援助する仕組みです。 

 

 

３３．．都都市市計計画画ママススタターーププラランンのの充充実実  

この「山武市都市計画マスタープラン」は、「山武市基本構想」に即しつつ、将来を見据えた

都市づくりのガイドライン※の役割を担うものです。しかしながら、都市づくりを取り巻く環境

の変化によっては、現在では予測できない動きが出てくることも予想されます。 

そのため、社会経済情勢の変化、都市づくりの各種制度の大幅な変更、千葉県が策定する   

「都市計画区域マスタープラン※」の改定及び「山武市基本構想」の改定があった場合には、   

必要に応じて「山武市都市計画マスタープラン」の見直しを行います。 

その際には、市民とともに「山武市都市計画マスタープラン」に基づいて進められてきた関連

施策について、計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Act）のサイクルに従って、

評価・検証を行い、内容の充実を図っていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
「ガイドライン」※ 「まちづくり用語集」参照 

「都市計画区域マスタープラン」※ 「まちづくり用語集」参照 
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４４－－２２  主主要要ププロロジジェェククトト  

『「ひと」「まち」「価値」をつないで育てる自立都市 さんむ』の実現に向けて、先導的に

取り組む事業または計画を「主要プロジェクト」として位置づけます。 

主要プロジェクトは、都市の将来像の実現に向け、この都市計画マスタープランの内容を横断

的に結びつける事業や計画となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②交流拠点の形成 

【賑わい・交流・コミュニティを育成する事業と土地利用のニーズに対応した

拠点形成の推進】 

○山武地域交流拠点：JR日向駅周辺と（仮称）さんぶの森交流センター、 

さんぶの森公園及びさんぶの森元気館周辺地区 

○成東地域交流拠点：JR成東駅周辺 

○松尾地域交流拠点：JR松尾駅周辺 

○蓮沼地域交流拠点：蓮沼出張所周辺 

【地域特性を活用した拠点形成の推進】 

○地域資源創造拠点：丘陵部にある日向の森を核とした地区 

○産業交流拠点：松尾横芝インターチェンジ周辺 

③公共交通の充実 

○市内の地域交流ネットワークの形成及び市民の日常生活の利便性を高める

公共交通の充実 

①都市計画の見直し 

○都市計画区域の統合と併せ、用途地域、都市計画道路の見直しの検討及び

地域レベルの街づくりの実現を図る地区計画等の検討 

④水と緑のネットワークの形成 

○地域交流ネットワークを形成する道路や河川沿いについて、季節感を楽しめ

る散策路等の整備や手入れによる「水と緑のネットワーク」の形成 

⑤地域の魅力を高める景観づくりの推進 

○海浜、田園及び丘陵等の山武市を特徴づける景観の維持・保全と活用の検討

（景観法の活用） 

主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 
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主要プロジェクト 平成20年        平成30年       平成40年

①都市計画の見直し 
  

②交流拠点の形成 
  

③公共交通の充実 
  

④水と緑のネットワークの形成 
  

⑤地域の魅力を高める景観  

づくりの推進（景観法の活用） 

  

 

 

また、財政的な制約を踏まえて、効果的にプロジェクトを推進するため、以下のことに配慮   

しながら実施します。 

 

①①計計画画かからら実実施施段段階階にに至至るるままででのの市市民民参参画画のの推推進進  

計画から実施段階に至るまで、それらの内容を広報紙やホームページへの掲載、パンフレット

の配布及び回覧等により、市民にお知らせします。 

また、説明会、意見交換会等の実施により、市民の参画を促します。 

 

②②ＮＮＰＰＯＯ等等のの市市民民団団体体ととのの連連携携及及びび産産学学官官連連携携にによよるる取取りり組組みみのの推推進進  

市民参画の他、ＮＰＯ等の市民団体、産業界（民間企業等）及び大学（教育・研究機関）との

連携を図ります。 

 

③③総総合合計計画画ののももととででのの計計画画的的かかつつ効効果果的的なな事事業業展展開開  

山武市総合計画との整合を図りながら、計画的かつ効果的に展開します。 

 

④④  関関係係機機関関やや関関係係部部署署ととのの横横断断的的なな連連携携  

関係機関や庁内関係部署との連携を密にし、事業の効率的な運営を図ります。 

 

⑤⑤  関関係係法法令令のの適適切切なな運運用用とと効効果果的的なな活活用用  

都市計画法、建築基準法及び景観法等の各種制度の適切な運用と効果的な活用を図ります。 

 

⑥⑥国国県県のの補補助助制制度度のの効効率率的的なな活活用用 

国、県の補助制度の効率的な活用による事業費の確保に努めます。 
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まちづくり用語集 

【【ああ】】  
アクセス性 鉄道駅や道路等の主要な交通施設の利用のしやすさ、道路からの

出入りのしやすさ等を言います。 
 

アクセス道路 公共公益施設、商業施設、工業団地、観光地、空港、鉄道駅及び
高速道路のインターチェンジ等に連絡するための道路を言います。 
 

アダプトプログラム
制度 

公共の場所を養子にみたて、市民が里親となって養子の美化（清掃

等）を行い、行政等がこれを支援する制度を言います。 
 

歩いて暮らせる街 徒歩、自転車及び公共交通等を利用し、自動車に過度に頼らずに
公共公益施設の利用や買い物等の活動を行うことができ、子どもや
高齢者等全ての人が暮らしやすく、環境負荷の軽減も図られる街で
す。 

 
ＮＰＯ（エヌ・ピー・
オー） 

NPOとは、「 Nonprofit Organization 」又は「 Not-for-Profit 
Organization」の略を言います。 

特定非営利活動促進法（1998年3月成立）により法人格を得た団体
（特定非営利活動法人）のことを指しますが、広い意味では「非営利
団体」を指し、狭い意味では、「非営利での社会貢献活動や慈善活動
を行う市民団体」のこと指す場合もあります。 

 
汚水処理施設 家庭や事業所から排出される汚水を処理する施設のことで、一般的

には「公共下水道」「農業集落排水」「合併浄化槽」等を言います。
 

オープンスペース 公園、広場及び河川等の公共空間や施設内の広い空間を言います。
 

 

【【かか】】  
外延化 住宅や店舗等が、駅や公共公益施設等の立地する中心地から、郊外へ

無秩序に広がっていくことを言います。 
 

ガイドライン ある物事に対しての大まかな指針・指標で、ルールやマナー等の
決まり事、約束事を明文化したものです。 

 
合併処理浄化槽 各家庭に取り付ける汚水処理装置のことで、トイレの汚水と風呂や

台所の汚水（生活雑排水）を処理する施設を言います。 
 

幹線道路 都市間を結ぶ道路、あるいは都市内において、骨格的な道路網を
形成する道路を言います。 

 
建築確認申請 建築基準法に定められた建築物を建築しようとする場合、建築主は

申請書により、建築確認を受けて、確認済証の交付を受ける必要が
あります。 

このための申請を言います。 
 

建築協定制度 建築基準法で定められた最低限の基準の他に、住民が全員の合意に
よってある一定の基準を定め、互いにそれを守りあっていくことを
約束する制度です。 
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急傾斜地崩壊危険箇
所 

傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが５メートル以上の箇所のうち、
保全対象人家が５戸以上、または５戸未満でも官公署、学校、病院
及び旅館等に危害が生じるおそれのある地区で、土石の採取等の一定
の行為を制限する必要がある地区について知事が指定する箇所です。

 
グリーンツーリズム 都市住民が農家等に滞在して農作業を体験したり、その地域の歴史

や自然に親しむ余暇活動を言います。 
 

結節点 異なる交通手段（場合によっては同じ交通手段）を相互に連絡
する乗り換え・乗り継ぎをする個所です。結節点の具体的な施設と
しては、駅前広場及びバスターミナル等が挙げられます。 

 
県道 県が管理する道路で、主要地方道と一般県道があります。本計画書

の中での表現は、次のとおりです。 
・主要地方道 例）主要地方道成田松尾線→（主）成田松尾線 
・一般県道  例）一般県道成東鳴浜線→（県）成東鳴浜線 
 

公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方
公共団体が管理する下水道を言います。 

 
公共交通 本計画書では、鉄道、路線バスのほか、コミュニティバスや乗合

タクシー等の地域公共交通を含む交通機関を公共交通としています。
 

コーホート 人口学上の用語で、群れ・集団を言います。ある時点において年齢
や性別等の共通の属性をもつ人口群や出生・結婚等の時期が同じ集団
を言います。これを用いて、将来人口を推計する方法をコーホート法
と言います。 

 

 

【【ささ】】  
サイン サインは、標識、案内図及び標示板等、街の中で人々に地理・方向・

名称・説明・規制等の情報を提供するものの総称を言います。公共
サインを整備することにより、まちの情報をわかりやすく整理し、
まちの個性を際立たせ、それを明確に伝えることが可能になります。

 
里山 里山とは、集落等の周辺の低山地帯を総称し、雑木林や竹林、ため

池、棚田、畑等を含めた場所を指します。 
 

就従比（しゅうじゅ
うひ） 

従業地就業者数（従業している場所が山武市内である人の数）／
常住地就業者数（山武市内に常住している就業者の数）から
求められる比率です。 

就従比が1.0を下回った場合、全体として、市外から来る就業者
よりも、市外へ出て働く就業者が多いという傾向にあります。 
 

新エネルギー 太陽光発電、太陽熱利用、バイオマス、雪氷熱利用、風力発電及び
地熱発電等を指し、すべて再生可能エネルギーとなっています。 

 
親水性 河川や海等の水辺において、水と親しむことを言います。 
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【【たた】】  
宅地開発 建築物の建築又はコンクリートプラント等の特定工作物の建設の

目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。 
 

地区計画 それぞれの地区の特性にふさわしい良好な都市環境の形成を図る
ために、地域住民とともに定める計画です。地区の将来目標像を
示す「地区計画の方針」と、生活道路、公園等の公共施設の配置や
建築物の建築形態のルール等を具体的に定める「地区整備計画」で
構成され、「地区レベルの都市計画」と言われています。 
 

地域公共交通 市内の鉄道や基幹バス等の公共交通の空白地域を解消するための
コミュニティバス、乗合タクシー等の交通手段を言います。 

 
特定建築物 多数の人が使用又は利用する興行場、百貨店、店舗、事務所及び

学校等の用に供される建築物で相当程度の規模を有する建築物を
言います。 

 
都市機能 文化、教育、保健・医療・福祉、商業及び工業等のサービスを提供

する機能や居住機能のことを言います。 
 

都市計画区域 都市や地域の自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量
等の現況とその推移を考慮して、一つの都市として、都市計画を定め、
総合的に整備、開発及び保全する必要のある区域として指定するもの
です。 

 
都市計画区域マスタ
ープラン 

平成12年の都市計画法改正で、新たに位置づけられた計画で、正式
名称は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と言います。 
（都市計画法第６条の２）。 

都市計画区域マスタープランは、都道府県が、市町村界を超える
広域的な観点から、都市計画の目標や主要な都市計画の決定の方針
等を定めるものです。 

 
都市計画道路 都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的な都市活動を

確保するため、都市交通における最も基幹的な都市施設として都市
計画法に基づいて都市計画決定された道路です。 

本計画書の中では、路線名の前に「（都）」を付けています。 
 例）都市計画道路成東駅南口線→（都）成東駅南口線 
 

 

【【なな】】  
農業集落排水 農村のし尿や生活排水を処理する施設を言います。 

 

 

【【はは】】  
バリアフリー 
 

障害者や高齢者等が社会生活をするうえで支障となるものを取り
除き、生活しやすくすることを意味します。例えば、段差や狭い通路、
重い扉等を取り除くことをバリアフリー化と言います。 
 

非線引き 市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域
のことを言います。 
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扶助費 生活保護や高齢者福祉・児童福祉等の社会保障に要する経費です。
 

普通建設事業費 道路、学校及び公園等の公共施設の建設や用地取得等の投資的経費
(公共事業費)のことを言います。 

 

  

【【やや】】  
谷津田 谷津（谷地）にある湿田を言います。 

 
用途地域 良好な市街地環境の形成を図るため、建築物の用途、建ぺい率、

容積率及び高さ等の規制を定める地域です。 

 

【【らら】】  
ライフライン 日常生活や産業等の活動を維持するために必要な水道、電気、ガス

及び通信等を言います。 
 

緑化覆工 斜面林の伐採等により露出した斜面において、崩落等を防ぐため、
緑化を図ることを言います。 

 
ロードサイド型 幹線道路等の通行量の多い道路の沿道において、自家用車での来客

を主な集客方法とする店舗形態を言います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参参考考資資料料  
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１．山武市都市計画マスタープランの策定体制 

 
 

地域別まちづくりワイワイ広場 

 

市民の意向を計画に反映するため、設定した

地域毎に、身近なまちづくりの計画について

検討する。 

パブリックコメント 

◆案を公表し、市民の意見を 

聴く。 

千葉県に通知 

山武市都市計画 

審議会 

案の諮問・答申 

事 務 局（都市整備課） 

市民・各機関との連絡調整、案の作成・

取りまとめ等を行う。 

庁内検討委員会 

庁内関係各課で構成し、各種施策等との整合

を図りながら、案の検討を行う。 

策定委員会 

学識、県、市及び市民

で構成し、案の策定を 

行う。 

広域的、多角的及び 

先進的な視点から検討

を行う。 

 

平成20～ 

21年度 

5回開催 

 

計画書の公表 

◇広報紙によるお知らせ 

◇ホームページへの掲載 

◇市役所窓口での縦覧 

4地域各2回開催 

地域別構想の検討 

山武市議会 

 

◆案について、説明

し、意見を聴く
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２．山武市都市計画マスタープランの策定経過 

平成１９年  11月 

 11月19日 

 

作業開始（現況調査） 

庁内検討委員会（第１回） 

平成２０年   3月25日 

  8月 8日 

 10月17日 

 11月 6日 

 

庁内検討委員会（第２回） 

市民委員勉強会 

庁内検討委員会（第３回） 

策定委員会（第１回） 

平成２１年   1月15日 

  1月29日 

  3月 5日 

  3月18日 

  7月23日 

  6月27日 

 

  6月28日 

  8月 8日 

 

  8月 9日 

  9月 

10月 1日 

 10月19日 

 11月10日 

12月17日 

12月24日 

～1月22日 

 

庁内検討委員会（第４回） 

策定委員会（第２回） 

庁内検討委員会（第５回） 

策定委員会（第３回） 

庁内検討委員会（第６回） 

地域別まちづくりワイワイ広場（第１回） 

海浜地域（参加者4名）、丘陵地域（参加者11名） 

田園地域（参加者3名）、市街地地域（参加者9名） 

地域別まちづくりワイワイ広場（第２回） 

海浜地域（参加者4名）、丘陵地域（参加者9名） 

田園地域（参加者3名）、市街地地域（参加者6名） 

まちづくりアンケート実施（小学６年生対象） 

庁内若手職員による座談会 

庁内検討委員会（第７回） 

策定委員会（第４回） 

山武市都市計画審議会（中間報告） 

パブリックコメント 

 

平成２２年   2月 4日 

  2月18日 

  3月12日 

庁内検討委員会（第８回） 

策定委員会（第５回） 

山武市都市計画審議会 
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３．山武市都市計画マスタープラン策定委員会委員名簿 

（敬称略）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏   名 
  職    名 

平成20年度 平成21年度 

委 員 長 帝京平成大学 教授 芦 沢 哲 蔵 

委  員 千葉県県土整備部都市計画課長 宍 倉 健 二 石 井 康 晴 

〃 千葉県県土整備部公園緑地課長 高 澤 春 二 白 井  清 

〃 
千葉県山武地域整備センター 

所長 
石 井 正 一 

〃 市 民 委 員 小 川 克 彦 

〃 市 民 委 員 山 本  誠 

〃 市 民 委 員 花 澤 盛 美 

〃 市 民 委 員 平 野  潔 

〃 市 民 委 員 高 橋 直 樹 

〃 市 民 委 員 
ロビンソン ウィルフレド  

イアントマス 

〃 市 民 委 員 椎 名  偉 

〃 山武市副市長 大 槻 大 輔 

〃 山武市総務部長 土 屋 守 齊 藤 光 一 

〃 山武市市民部長 伊 藤 和 一 

〃 山武市保健福祉部長 戸村 由紀夫 長谷川 晃広 

〃 山武市経済環境部長 戸 村  利 

〃 山武市教育部長 秋 葉 俊 夫 伊 藤 博 章 

〃 山武市都市建設部長 鈴 木 雅 晴 猪 野 文 夫 
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